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巻
頭
言

デジタル化とＤＸについて
巻 頭 言

（一社）岩手県薬剤師会
副会長 佐藤　裕司

　令和 4年度岩手県薬剤師会の会務執行に「ＤＸ
対策」事業が、新たに追加されているのは、ご承
知のことと思います。
　｢ＤＸ対策」の事業方針は、「薬剤師会を取り巻
く急速な環境の変化に対応し、データとデジタル
技術を活用して、地域住民や社会のニーズをもと
に、地域薬剤師会や各医療機関と連携し、業務そ
のものや、組織、プロセス、文化・風土を変革し、
正確で、安心・安全な薬剤師サービスの提供やリ
アルタイムに医療情報を提供するため、ＤＸを活
用できる体制を構築すること。」としました。
　先ずは、「ＤＸ」にたどり着く前に 3つの段階
を経る必要があります。第 1は、「デジタイゼー
ション」：データのデジタル化です。例えば紙保
存のデータ化あるいは手書きをレセコンにするな
どです。第２に、デジタライゼーションです。デ
ジタルのデータを使い業務のデジタル化を行う。
いわゆるシステムの連動・連携です。具体的には
薬歴・監査・薬袋の自動発行などがこの段階にあ
たります。そして、さらにその先が「ＤＸ」です。
既存のデジタライゼーションのシステムをさらに
連携・接続を行い「新しい価値のイノベーション」
を構築することとされています。
　｢ＤＸ対策」を進めるにあたり、薬剤師会での
これまで行われてきたアナログ的な業務を見直す
必要があります。1.「ペーパーレス会議の徹底・
継続」 2.「オンライン決済可能な会員管理システ
ムの導入」 3.「FAX 一斉送信からメールによる
会員薬局一斉メールの開始」 4.「ＤＸ対策に係る
予算や経費等の透明化」これらに挙げた項目以外
にも数多くあると思われるが、先ずはこれらのデ
ジタル化を行いその結果、既存の業務の効率化が
図れるあるいは、経費や人的作業が抑えられると
いった事項について、今後委員以外からもご提案
頂き、優先順位と同意を得て進めて行くことを目
指すことになります。
　この程厚労省では、「医療ＤＸ令和ビジョン
2030」厚生労働省推進チームが令和４年９月 21
日に設立されました。その目的は、持続可能な社
会保障制度の構築を目指し、「全国医療情報プラッ
トフォームの創設」、「電子カルテ情報の標準化等」
及び「診療報酬改定ＤＸ」の取組を行政と関係業
界が一丸となって進めるとともに、医療情報の利
活用について法制上の措置等を講ずるというもの
です。

　｢全国医療情報プラットフォームの創設」とは、
ご存じのようにオンライン資格確認等システムを
ネットワークに拡充し、レセプト・特定健診等情
報に加え、予防接種、電子処方箋情報、自治体検
診情報、電子カルテ等の医療（介護を含む）全般
にわたる情報について共有・交換できる全国的な
プラットフォームの構築です。
　このプラットフォームにも記載されている電子
処方箋については、今年１月 26 日より運用開始
となり、4月から原則義務化されるオンライン資
格確認と合わせて、単なるデジタル化にとどまら
ず、真のいみでの医療ＤＸに向けて大きな一歩が
踏み出されたことになります。
　日本薬剤師会では「ＤＸ」について、薬局薬剤
師ＤＸと称して、次の4項目を掲げています。　1.｢
データとデジタル技術の活用」2.「地域住民やニー
ズを満たすこと」3.「業務やサービスの変革」4.「課
題解決」です。
　特に 3の「業務やサービスの変革」については、
さらに下記の項目となっています。
1. 対物業務の最適化：自動化（ロボット）・薬剤
監査・在庫管理（AI）

2. 調査業務の支援：処方監査支援（AI）・服薬指
導支援（AI）

3. 医療情報の連携：標準化・シームレス＆リアル
タイム連携

4. 患者支援：服薬支援・フォローアップ・次世代
おくすり手帳・ウエアラブル

5. 社会問題の解決支援：医療ニーズのリアルタイ
ム把握・医療従事者数

　これからの薬剤師の「業務やサービスの変革」
にも記載されているとおり、また、我々薬剤師業
務に関して規制改革の圧力からもさらに度合いが
強まり、調剤業務の一部外部委託や訪問看護ス
テーションに配置可能な医薬品の対象範囲拡大等
進められようとしています。また、流通における
新たなイノベーションにより、医薬品の配送に医
薬品ロボット・ドローンや既存の配送業者と契約
し、様々な企業がこの分野に参画してきています。
　医薬品の適正使用を担う薬剤師の責務がゆるが
ないように、また、国民・患者にとって望ましい
方向に進めていく責任が、我々薬剤師や医療関係
者に課せられていると感じています。今こそみん
なで真剣に考えていきましょう。
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★☆★　もくじ　★☆★　

　岩手県薬剤師会は、明治 45 年に日本薬剤師会岩手県支部を結成して以来、令和４年で創立 110 周年を
迎えたことから、「岩手県薬剤師会 110 年史」を刊行いたしました。
　当会 110 年の歴史を振り返るとともに、現在の取り組みを踏まえ、未来を見据えた内容としており、多
くの方に読んでいただきたいと考えておりますので、よろしくお願い申し上げます。
１．体　　裁： Ａ４サイズ　184 ページ（カラー 8ページ含む）

２．内　　容： 第１章 歴史編、第２章 現代編、第３章 岩手県薬剤師会について、
第４章 薬剤師のこれから、資料編

３．頒布価格： 1冊　１，０００円（税込）

４．頒 布 数： 500 部（なくなり次第、受付を終了いたします。）

５．申込方法： 申込書（本イーハトーブに同封）に必要事項を記載のうえ、
県薬事務局にFAX・メールでお申込みください。
下記URLからも申込いただけます。
https://forms.gle/9pWonapLvBxFf9fXA

６．支払方法： 県薬事務局で現金で支払いいただくか、指定口座に振込み願います。
　指定口座：岩手銀行大通支店　普通預金　００２４１５５
　　　　　　　　一般社団法人岩手県薬剤師会 会長 畑澤博巳　
　※　口座振込の場合は、入金確認後に頒布させていただきます。

７．問合せ先： 岩手県薬剤師会事務局
　TEL 019-622-2467　　FAX 019-653-2273
　Eメール　ipa1head@rose.ocn.ne.jp

「岩手県薬剤師会 110 年史」有償頒布のお知らせ
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　診療報酬改定の議論のたびに取り上げられなが
ら点数の新設に至らないフォーミュラリであるが
フォーミュラリは「医療機関において医学的妥当
性や経済性等を踏まえて作成された医薬品の使用
方針」であり、経済性はもちろん、実施施設では
臨床的に意義のある結果も見られる。
　フォーミュラリには、地域の複数の医療機関で
共有して運用する「地域フォーミュラリ」と医療
機関が単独で運用する「院内フォーミュラリ」が
あり、「院内フォーミュラリ」に関しては 2015 年
頃から診療報酬で評価されるとして大学病院等で
導入が広がり、「地域フォーミュラリ」について
は 2018 年山形県酒田市（日本海ヘルスケアネッ
ト）が初めて運用し、横浜市や八尾市などをはじ
め多くの地区で導入が検討されている。
　フォーミュラリ作成のメリットとして、医師の
視点からは①適切な医薬品の効率的選択②診療時
間確保による質の高い医療の提供③医薬品の効果
や副作用に関して使用経験の蓄積④適切な医薬品
の効率的選択が挙げられる。標準治療・診療ガイ
ドラインに基づいて診療を行っている医師は、臨
床的に最も適切な選択肢により医薬品を効率よく
選択でき、負担軽減と質の高い医療の提供につな
がる。フォーミュラリで対応できない患者の場合
にはその分野の専門医に相談することでより最適
な治療が実施される。
　医薬品情報管理の視点からは①採用薬品数の適
正化②薬品情報の充実③病棟薬剤業務・薬剤管理
指導業務の充実④効率化された適正な在庫管理が
挙げられる。フォーミュラリの作成によって採用
医薬品数を最小限に留め、病院が採用する医薬品
情報の充実と在庫管理の効率化が期待できる。
また、同種同効薬の減少は医療安全の誤調剤のリ
スク軽減にもつながる。
　経営の視点からは①発注・検収業務の効率化② 
不良在庫や期限切れの防止③医薬品購入費用の削
減が挙げられる。フォーミュラリ導入により購入
する医薬品の品目数が減り、フォーミュラリ策定
に当たってはジェネリック薬品・バイオシミラー

（バイオ後続品）の経済性も考慮されることから
病院の医薬品購入費を減らす効果がある。
　地域医療の視点からは地域における薬物治療の
標準化・情報共有の動きが大きく広がる。
　フォーミュラリのデメリットについての記載は
少ないが、過去に県立病院業務検討委員会で検討
したときには、医薬品の選択肢に係る医師の処方
権の侵害問題やフォーミュラリの中には全ての薬
効群が対象になっているわけではなく、根拠とな
るガイドラインや参考文献の収集など作成と運用
には多大な労力がかかることが挙げられ、採用薬
の供給が停止した場合の代替薬がないなどの弊害
も危惧された。また、既に第一推奨とする薬品の
使用率が非常に高く、先発から後発への切り替え
による経済効果が少ないため、結果的に医師が広
く利用する抗インフルエンザウイルス薬（資料①）
を参考として配布することに留め、他の薬効群に
ついては配布しないこととなった。
　フォーミュラリの作成についてはエビデンスや
経済性を踏まえ、作成する薬効群を検討しなけれ
ばならないが、専門医と確認しながら作成するこ
とが重要であり、実務、スケジュール管理等は薬
剤師が主導し、医師及び関連部門との協議を経て
薬事委員会で審議・承認という流れが一般的であ
る。初めから作成するのは非常に困難であり、参
考としては令和２年度厚生労働科学特別研究事業
のフォーミュラリ策定に係る標準的手法開発及び
地域医療への影響の調査研究のほか、日本フォー
ミュラリ学会が公開している 20 種類の医薬品群
のモデル・フォーミュラリがある。（資料②）
　｢経済財政運営と改革の基本方針 2021」におい
ては「複数の治療薬がある慢性疾患において後発
品を第一優先とするフォーミュラリの活用等」が
明記されており、2024 年度の第 4 期医療費適正
化計画にもフォーミュラリの検討、推進が記載さ
れているため、次期診療報酬改定において点数評
価される可能性は高く、フォーミュラリの導入が
大きく推進すると推測される。
　今後の薬剤師の主導に期待したい。

フォーミュラリについて
寄　　稿

岩手県立中央病院　薬剤部長　奥　　尚
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資料①　抗インフルエンザウイルス薬フォーミュラリ　階層表 （成人用） 

抗インフルエンザウイルス薬フォーミュラリ　階層表 （小児用）

用

重症腎機能障害( )
/ 乳

腸管吸収障害の有無

有

吸入の可否

可能

イナビル【単回吸入】

リレンザ【複数回吸入】

不可能

ラピアクタ

無

第1選択

イナビル【単回吸入】

リレンザ【複数回吸入】

第2選択

オセルタミビル

重症患者

ラピアクタ

左記以外

腸管吸収障害の有無

有

吸入の可否

可能

イナビル【単回吸入】

リレンザ【複数回吸入】

不可能

ラピアクタ

無

内服の可否

可能

第1選択

オセルタミビル

第2選択

イナビル【単回吸入】

リレンザ【複数回吸入】

不可能

イナビル【単回吸入】

リレンザ【複数回吸入】

小児用

重症腎機能障害

腸管吸収障害の有無

有

吸入の可否

可能

牛乳アレルギー

有

※イナビル

吸入懸濁用

無

イナビル

【単回吸入】

リレンザ

【複数回吸入】

不可能

ラピア
クタ

無

牛乳アレルギー

有

※イナビル

吸入懸濁用

無

第1選択

イナビル

【単回吸入】

リレンザ

【複数回吸入】

第2選択

オセルタミビル

重症患者

ラピアクタ

左記以外

腸管吸収障害の有無

有

吸入の可否

可能

牛乳アレルギー

有

※イナビル

吸入懸濁用

無

イナビル

【単回吸入】

リレンザ

【複数回吸入】

不可能

ラピア
クタ

無

内服の可否

可能

第1選択

オセルタミビル

牛乳アレルギー

有

※イナビル

吸入懸濁用

無

第2選択

イナビル

【単回吸入】

リレンザ

【複数回吸入】

不可能

牛乳アレルギー

有

※イナビル

吸入懸濁用

無

イナビル

【単回吸入】

リレンザ

【複数回吸入】
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抗 イ ン フ ル エ ン ザ ウ イ ル ス 薬 選 定 理 由

オセルタミビル カプセル、
DS （オセルタミビル）

最もｴﾋﾞﾃﾞﾝｽのあるｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ治療薬である。海外での成人及び小児におけ
るランダム化比較試験で、罹病期間短縮・合併症防止が証明されている。
10 代患者に対する使用が解除になり、安全性を見ても他の薬剤に劣らな
い。日本小児科学会の治療指針において、ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙは全ての年齢区分にお
いて推奨となっている。また後発医薬品が発売され、経済効果が最も高い
薬剤である。 以上の理由から、第１選択薬とした。

イナビル吸入粉末剤 20mg 
（ラニナミビル）

H1N1 ｿ連型の流行時に成人でｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙへの非劣性が確認されている。海
外での第Ⅱ相試験においてﾌﾟﾗｾﾎﾞと有意な有効性が得られなかったため、
海外での発売が中止となり現在使用できるのは日本のみとなっている。1
回の吸入で治療が終了するが、確実な効果を得るためには使用患者の吸入
操作に依存するところがある。また、吸入の確実性、特に小児患者では確
認が必要となるため、患者の希望等、吸入が確実に行える症例に限られて
くる。 以上の理由から、第２選択薬とした。

リレンザ （ザナミビル） 治療期間は 5日間と単回投与のﾗﾆﾅﾋﾐﾋﾞﾙより使用回数は劣るが、B型に対
して抵抗力があり吸入力が弱い高齢者などには有用である。また、操作性
がやや煩雑であり、ﾗﾆﾅﾐﾋﾞﾙ同様吸入の確実性の確認もあるがB型に有効
性があると報告がある。 以上の理由により第 3選択薬とした。

イナビル吸入懸濁用 160mg
セット （ラニナミビル）

本製剤は、添加剤に乳糖水和物を含まず、既存の吸入粉末製剤の使用が困
難な患者でも自発呼吸での吸入が可能な懸濁用製剤である。現場での利便
性および 感染予防対策を考慮し、単回使用のネブライザ吸入器を梱包し
たコンビネーション製品となっている。ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞ感染症患者を対象とした
国内第 3相試験において、本製剤の有効性と安全性が確認されているとい
う報告があるが使用実績がない。 以上の理由より今回は非推奨とするが
今後の採用動向や臨床報告を踏まえて再度検討する

ラピアクタ 
（ラニナミビル）

経口投与および吸入が困難な場合には推奨される薬剤であるが、他のｲﾝﾌﾙ
ｴﾝｻﾞ薬より薬価が高く設定されている。健康成人において、ﾌﾟﾗｾﾎﾞ群に比
して季節性ｲﾝﾌﾙｴﾝｻﾞの罹病期間の短縮と日常生活復帰までの時間を短縮さ
せ，ｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙとの比較試験で非劣性が示されている。 小児、高齢者等の
服用困難で入院管理が必要な重症例に有用と考え、要入院管理、服用困難
等の条件では推奨されると考える。 以上の理由より、非推奨としなくて
も緊急時に使用できるものと位置づけられる。

ゾフルーザ 
（バロキサビル）

ﾉｲﾗﾐﾆﾀﾞｰｾﾞ阻害薬と異なり、ｷｬｯﾌﾟ依存性ｴﾝﾄﾞﾇｸﾚｱｰｾﾞ阻害によりｳｲﾙｽの増
殖を抑制する新しい作用機序の薬剤である。日米で行われた国際共同第Ⅲ
相試験では、臨床的な有効性、罹病期間の短縮はｵｾﾙﾀﾐﾋﾞﾙと同等であった
が、ｳｲﾙｽ感染価を早期の大幅な低下が示された。臨床試験の段階から、高
率でｱﾐﾉ酸変異が生じることが判明しており，変異ｳｲﾙｽはﾊﾞﾛｷｻﾋﾞﾙに対す
る感受性が低下し、健常者において罹病期間の延長と ｳｲﾙｽ排泄の遷延化
が認められた。日本小児科学会は、｢同薬の積極的な投与を推奨せず、使
用に当たっては耐性ｳｲﾙｽの出現や伝播について注意深く観察する必要があ
る」とされている。 以上の理由より、非推奨とした。
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資料②

日本フォーミュラリ学会のモデル・フォーミュラリ

①　アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）　フォーミュラリ
②　ジヒドロピリジン系カルシウム拮抗薬　フォーミュラリ
③　α - グルコシダーゼ阻害薬（2 型糖尿病用）フォーミュラリ
④　インフルエンザ感染症治療薬　フォーミュラリ
⑤　グリニド系糖尿病薬　フォーミュラリ
⑥　HMG-CoA還元酵素阻害剤（スタチン）フォーミュラリ
⑦　経口酸分泌抑制剤（PPI・P-CAB）フォーミュラリ
⑧（ペン型）持効型インスリン製剤　フォーミュラリ
⑨（ペン型）超速効型インスリン　フォーミュラリ
⑩　麻薬性オピオイド鎮痛剤（経口剤）フォーミュラリ
⑪　経口ビスホスホネート製剤　フォーミュラリ
⑫　第２世代抗ヒスタミン剤　フォーミュラリ
⑬　消炎・鎮痛剤（内用剤）フォーミュラリ
⑭　神経障害性疼痛治療薬（Ca2+ チャネルα 2δリガンド）フォーミュラリ
⑮　多価不飽和脂肪酸製剤　フォーミュラリ
⑯　尿酸生成抑制薬　フォーミュラリ
⑰　インフリキシマブ製剤　フォーミュラリ
⑱　セロトニン 5-HT3 受容体拮抗薬（経口剤） フォーミュラリ
⑲　経口ヘルペス治療薬 フォーミュラリ
⑳　高カリウム血症治療薬一覧

一般公開されているモデル・フォーミュラリ　①　アンギオテンシンⅡ受容体拮抗薬（ARB）

推奨 第　1　推奨

一般名 テルミサルタン

代表的な製品名 GE：テルミサルタン錠 先発：ミカルディス錠

標準的 1日薬価 12.7 ～ 27.3 円（40mg/ 日） 87.1 円（40mg/ 日）

効能・効果 高血圧症

用法 1日 1回　経口投与

用量 1回 40mg　（最大：80mg）

半減期（hr） 20.3 ± 12.1　（40mg、普通錠）

特徴など

・承認用量での降圧効果が高い
・代謝にCYPの関与がない（相互作用が少ない）
・英国及び米国では「心血管リスク低下」の適応が承認
・OD錠が発売されており、服用し易い（GEのみ）
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推奨 第　1　推奨

一般名 オルメサルタン　メドキソミル

代表的な製品名 GE：オルメサルタン錠 先発：オルメテック錠

標準的 1日薬価 16.2 ～ 29.8 円（20mg/ 日） 86.9 円（20mg/ 日）

効能・効果 高血圧症

用法 1日 1回　経口投与

用量 1回 10～ 20mg　（最大：40mg）

半減期（hr） 7.5 ± 1.2　（40mg、OD錠、水で服用）

特徴など
・承認用量での降圧効果が高い
・代謝にCYPの関与がない（相互作用が少ない）
・OD錠が発売されており、服用し易い

推奨 第　1　推奨

一般名 カンデサルタン　シレキセチン

代表的な製品名 GE：カンデサルタン錠 先発：ブロプレス錠

標準的 1日薬価 17～ 45.1 円（8mg/ 日） 99.7 円（8mg/ 日）

効能・効果
①高血圧症
②腎実質性高血圧症
③ACE阻害薬が適切でない先生心不全（軽症～中等症）

用法 1日 1回　経口投与

用量 ①の場合：1回 4～ 8mg　（最大：12mg）

半減期（hr） α：2.2 ± 1.4　（4mg、普通錠、投与 1日目）β：9.5 ± 5.1（同）　

特徴など
・ 日本では高血圧症だけでなく「ACE阻害薬の投与が適切でない場合の軽症～中
等症の慢性心不全」の適応、高血圧の小児適応（1歳以上）も承認されている
・OD錠が発売されており、服用し易い（GEのみ）

推奨 第　2　推奨

一般名 アジルサルタン

製品名 GE：なし 先発：アジルバ

標準的 1日薬価 - 140.2 円（20mg/ 日）

効能・効果 高血圧症

用法 1日 1回　経口投与

用量 1回 20mg　（最大：40mg）

半減期（hr） 12.8 ± 1.3　（40mg、普通錠）

特徴など
・ 日本での最大用量 40mg においては他の ARBより降圧効果が高いとの報告が
ある
・高血圧症のみの適応症であり、ARBの中で唯一GEが発売されていない
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司会；村井利昭常務

（村井常務）

1. 開会のことば
　畑澤昌美副会長から開会が宣言された。

（畑澤副会長）

2. 薬剤師綱領唱和
　福盛田新理事の先導により、薬剤師綱領を唱和。

（福盛田理事）

3. 物故者黙とう

4. 議事運営委員長日程説明
　横澤臣紀議事運営委員会委員長より、議事日程
が説明された。

（横澤委員長）

5. 会長演述

（別掲）

6. 出席代議員数の確認
　事務局から代議員定数 86 名のうち、出席者 34
名、書面による議決権行使者 36 名、有効な委任
状が 9通あることが報告され、菅野副議長は本会
定款第 20 条により本日の総会が成立しているこ
とを宣言した。

（菅野副議長）

7. 議事録署名人指名
　菅野副議長は、議事に先立ち、議事録署名人と
して 72 番の石川準二代議員及び 78 番の清水川大
和代議員を指名することを宣言し、代議員に対し

第74期一般社団法人岩手県薬剤師会臨時総会開催
日　時：令和 5 年 3 月 5 日（日）午後 1 時～　　場所：建設研修センター
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てこれの賛否を問うたが、特段の質疑はなく副議
長の指名どおりに決定された。

8. 議事
報告第 1号：令和 4年度岩手県薬剤師会会務 ･事
業の中間報告
　金澤貴子副会長から、総会議案書により今年度
事業の状況が報告された。

（金澤副会長）

報告第 2号　令和 4年度岩手県薬剤師会会計の中
間報告
　佐藤裕司副会長から総会議案書により令和 4年
4月から 12 月までの会計の中間報告が行われた。

（佐藤副会長）

　菅野副議長は以上 2件の報告について代議員に
意見・質問を求めた。

27 番　盛岡　馬場亮輔代議員の質問
 「服薬期間中フォローアップの実施は、開設者の
義務とされているが、会営内丸薬局での具体的な
実施方法について、ＤＸも絡めてご教示くださ
い。」

（馬場代議員）

畑澤会長の回答
 「ご質問ありがとうございます。内丸薬局では、
症状・病態・薬の種類によって、フォローアップ
の期間はまちまちなので、担当薬剤師に任せてい
ます。ただし、クレーム防止の観点から、架電の
際は薬局の電話を使用すること、来局時に後日
フォローアップの電話をする旨を伝えることを徹
底しています。」

27 番　盛岡　馬場代議員の質問
 「フォローアップ対象の患者の選別はどのように
行っていますか。」

畑澤会長の回答
 「新規の患者、抗がん剤服薬の患者、糖尿病など
継続フォロー必要な患者等をフォローアップ対象
としています。」

27 番　盛岡　馬場代議員の質問
 「ＤＸについてはいかがでしょうか。」

畑澤会長の回答
 「業者からは様々なシステム機器を勧められるが、
現在のところ導入予定はありません。」

　他に意見・質問が無かったので菅野副議長は議
案に移ることを宣言した。

議案第1号　理事及び監事の報酬等の総額について
　佐藤副会長から、総会議案書により理事並びに
監事の年間報酬等の総額を 3,160 千円以内とする
ことについて提案・説明された。

　特に質疑はなく、菅野副議長はその賛否を求め、
賛成多数により提案通りに承認された。
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議案第 2号　令和 5年度会費額について
　佐藤副会長から、総会議案書により令和 5年度
の会費額については令和 4年度と同額にすること
が提案された。

　特に質疑はなく、菅野副議長はその賛否を求め、
賛成多数により提案通りに承認された。

議案第 3号　令和 5年度岩手県薬剤師会事業計画
案について

　金澤副会長から、事業計画について総会議案書
の記載事項により提案説明が行われた。

　提案説明終了後、菅野副議長は代議員に質問・
意見を求めた。

18 番　盛岡　佐々木俊代議員の質問
 「電子処方箋の普及によってお薬手帳の役割が大
きく変わっていくと思われるが、どうお考えで
しょうか。」

（佐々木代議員）

熊谷明知専務の回答
 「ご質問ありがとうございます。将来的に、紙の
お薬手帳から電子、そして、マイナポータルに移
行していくかもしれませんが、今すぐに、紙のお
薬手帳がなくなるとは考えていませんので、県薬
ではお薬手帳を作成し、販売していきたいと考え
ています。」

（熊谷専務）

18 番　盛岡　佐々木代議員の質問
 「盛岡薬剤師会では、歯科診療の情報やケアマネ
ジャーの情報について、記載していこうという取
り組みをする予定ですが、県薬ではいかがか。」

熊谷専務の回答
 「ケアマネジャーの情報欄については、過去のモ
デル事業で他職種からの提案があり、盛り込んだ
もので、盛岡薬剤師会の取り組みは是非進めてい
ただきたいものですし、盛岡以外の地域でも、活
用していただきたいと思っています。」

67 番　一関　村上達郎代議員の質問
 「薬剤師資格証について、東北でも他県では地域
薬剤師会での受け取りができるが、岩手県薬剤師
会では今後このような予定はあるのでしょうか。
また、発行済みのものについて、地域薬剤師会へ
の送付や振替はできないのでしょうか。5年後の
更新も視野に入れ、早期に備える必要があると考
えます。」

（村上代議員）

熊谷専務の回答
 「ご質問ありがとうございます。まず、薬剤師資
格証の交付業務については、ご存じないない方も
多いと思いますので、スキームについて、ご紹介
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します。交付業務を行うにあたっては、日薬と覚
書を取り交わします。その際、実際に交付業務を
行う担当者名簿を提出します。これが済むと、専
用フォームページ内の「受取可能な薬剤師会」に
掲載され、申請者が当該薬剤師会を選択できるよ
うになります。ちなみに、日薬に提出した担当者
名簿に収載された者以外は業務を行うことができ
ません。交付業務を行う薬剤師会の業務について
ですが、各人が日本薬剤師会認証局に申請を行い、
認証局では申請内容を確認し、資格証が発行され
ます。そうすると、日薬から交付を行う薬剤師会
に薬剤師資格証等と送付リストが送付されます。
薬剤師会では送付されたリストに記載された方の
薬剤師資格証等が届いていることを確認したうえ
で、送付リストを元に申請者に受取の案内をしま
す。ここまでが、事前の業務となります。
　交付にあたって、薬剤師会担当者は、本人であ
ることを確認したうえで、申請者に受領証に署名
していただきます。代理人の受領は認められてい
ないことはご承知の通りです。申請者が署名した
受領証に、対応した担当者が署名して、保管。そ
の受領証は、後日、日薬に送付する。以上が、交
付業務の流れになります。
　県薬では、当該業務を行うにあたって、申請者
の利便性を考え、地域薬剤師会が受取場所になっ
ていただくことや県薬の担当者が地域に出向いて
交付業務を行うことも考えましたが、地域薬剤師
会の受取場所として、地域会長や事務局担当役員
の勤務している薬局になることが想定されます。
そうなると、その薬局では、営業時間中の対応だ
けでも負担になりますし、営業時間をさけるとな
ると、平日の夜や土日といった、休業時間に対応
していただくことも出てくるのであろうと。加え
て、先にもお伝えしたように、あらかじめ届け出
た担当者以外は交付業務をできない。また、認証
局から県薬に資格証が届いてはじめて、誰のもの
かがわかる、という状態なので、計画的な対応が
しづらい、ということもあります。以上のことか
ら、地域に負担をかけてしまうのではと考え、当
面は県薬事務局でのみ対応しているということを
ご承知いただきたいと存じます。
　現在、県薬事務局では平日の開館時間だけでなく、
土曜日の午後や、日曜祝日にも交代で出勤してい
ただき、対応していただいておりますが、2月まで
に県薬に届いた資格証が約 150 件と決して多くな
く、職員はひとりふたりに交付するために、休日出
勤しているということも紹介させていただきます。
　そうは言っても、今後発行が増えてくることが

予想されます。そこで、今月末に開催する地域薬
剤師会長協議会で議題にして、今後の対応につい
て検討したいと考えておりますので、よろしくお
願いいたします。」

　以上の質疑ののち、菅野副議長はその賛否を求
め、賛成多数により提案通りに承認された。

議案第 4号　令和 5年度岩手県薬剤師会予算案に
ついて
　佐藤副会長から総会議案書により来年度の予算
について提案説明がされた。

　特に質疑はなく、菅野副議長はその賛否を求め、
賛成多数により提案通りに承認された。

議案第 5号　一般社団法人岩手県薬剤師会代議員
選挙管理委員会委員の委嘱について
　金澤副会長から総会議案書により次期代議員選
挙管理委員会委員が提案された。

　特に質疑はなく、菅野副議長が承認を諮ったと
ころ提案どおりに決定された。　

議案第 6号　定款一部変更について
　金澤副会長から総会議案書により定款一部変更
について提案説明がされた。

　特に質疑はなく、菅野副議長はその賛否を求め、
賛成多数により提案通りに承認された。

　菅野副議長は以上で本日の議事がすべて終了し
たことを 14 時 15 分に宣言し、降壇した。

9. 閉会のことば
　八巻貴信副会長から第 74 期臨時総会の閉会が
宣言された。

（八巻副会長）
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令和５年度事業計画（案）

　昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、岩手県薬剤師会創立110周年記念として取り組

んだ「記念式典・祝賀会」及び「記念誌作成」事業をすべて無事に終えることが出来た。今年度、本会は東

北薬剤師会連合会の幹事県となるため、本会事業に加え東北ブロック全体に関わる事業が増加すると考える。

大きな事業としては令和５年９月２日から３日にかけて行われる東北薬剤師会連合大会の開催がある。

　昨年度はコロナの影響で多くの会議や研修会がオンラインで開催された。今年度はさらにその傾向が強く

なると予測され、薬剤師会全体の通信機能及び設備の充実化が求められる。また、会員への情報伝達につい

ては多くの団体がFAXからメール配信に切り替えており、本会においても薬局への一斉同報など従来から

FAXを使用している通信方法について検討する必要がある。

　薬局では今年度から開始される電子処方箋の発行に伴い、薬剤師資格確認証（HPKI）を用いた調剤など

が行われるため、調剤業務のＩＣＴ化も大きく進展するものと考えられる。

　昨年度、検査センターが本会から分離独立し一般財団法人となったことにより、これまで本会が担ってき

た医薬品試験事業が全面的に検査センターに移行することになった。これに伴い今年度は「医薬品試験委員

会」が廃止となるほか、記念事業が終了した「創立110周年事業実行委員会」も廃止となる。さらに、本会

の委員会活動については現在の会費による収入だけでは運営が厳しくなることが予測されており、各委員会

においては当初の事業計画に基づく綿密な予算執行が求められてくる。昨年度から会費収入以外の収益事業

として取り組んでいる保険代理店事業についても会員への浸透をさらに深める努力が必要である。

　本会の組織率は全国でも３番目に高いが、新卒の薬剤師の入会がなければ組織率が下がっていくことが明

白であり、新規会員の増強についても検討が必要である。

　薬学生の病院・薬局における長期実務実習については今年度で14年目を迎えるが、新型コロナウイルス感

染防止対策を行った上での実務実習となり、状況を見ながら大学側との連携を深め対応を図っていく必要が

ある。

　本会が継続して実施している「県民健康講座みんなの薬の学校」などの事業は、県民にとって身近な講座

として定着している。また、従来から実施している小・中学校、高校における「薬物乱用防止教室」につい

ては、この活動により本県の青少年薬物事犯が減少しているという報告もあることから今後とも継続して実

施していく。また、昨年は県内のプロバスケットチームである「ビッグブルズ」とアンチ・ドーピングに対

する協定書を締結した。今年度も引き続き「スポーツファーマシスト」を中心としたドーピング防止活動に

取り組んでいく。

　非常時及び災害時対策への取り組みでは、岩手県総合防災訓練などに参加することで、災害時における薬

剤師の行動確認をすると共に、医師会、歯科医師会などの医療団体や警察、消防、自衛隊などの災害派遣チ

ームとの連携を深める必要がある。また、非常時・災害対策委員会を中心として、他県における災害への支

援活動など当会の災害派遣体制を整えておく必要がある。

　以上は、広く県民に対して薬剤師の職能を周知し、果たすべき役割や責務についての理解を得るためのも

のであり、今後とも積極的な広報活動の充実を図っていかなければならない。これらの点を踏まえて本会は、

日本薬剤師会および地域薬剤師会との連携のもと、県民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的と

して、定款第４条に基づき以下の事業を行う。

（畑澤会長）

　第 74 期岩手県薬剤師会臨時総会の開催にあた
り一言申し上げます。
　本日はお休みのところ、代議員の皆様には、県
内各地からお集まりいただきまして誠にありがと
うございます。また、日ごろから様々な機会を通
じ会務にご協力をいただいておりますことに心よ
り感謝を申し上げます。
　さて、昨年は岩手県薬剤師会創立 110 周年記念
事業として取り組んだ「記念式典及び祝賀会」を
無事に終了することが出来ました。新型コロナウ
イルスの八波による感染拡大が心配されました
が、タイミング的にはちょうど七波が収まりかけ
た時期に滑り込み状態での開催でありました。
　また「110周年記念史」も1月末に完成しており、
すでに関係機関に寄贈いたしました。
　この記念史は本会が歩んできた 110 年間の歴史
をもとに編纂されており、代議員の皆様方にとり
ましても薬剤師活動を振り返る意味で十分価値が
あるものと思います。このたび会員向けに販売す
るため 1月号のイーハトーブに申込書を同封いた
しましたが、本日この会場にも持ってきています
ので、お帰りの際に受付にて購入いただければ幸
いです。
　昨年の本会事業につきましては、コロナ禍の中
でリアルでの会合がなかなか難しい状況であった
ことから、会議や研修会などはウェブによる開催
が多くなりました。今年はさらにその傾向が強く
なると予測されますので、薬剤師会館のウェブ環
境の整備や通信設備の充実化を図って参ります。
また、現在官公庁をはじめ多くの団体ではデジタ
ルトランスフォーメーションにより印鑑の省略と
FAXの利用縮小が積極的に行なわれております。
本会におきましても薬局への一斉同報などの情報
伝達手段として従来から FAXを使用していまし
たが、今年初めからインターネットを使用した配
信方法に順次切り替えております。事務局から受
信用メールアドレスの確認などがあった際には是
非ご協力をお願い申し上げます。

　今年 1月 26 日からは電子処方箋の発行が行わ
れるようになりました。この電子処方箋を受ける
ためには薬剤師資格確認証（HPKI）が必要とな
りますが、12 月末で日薬には 5万件の申請があ
り、1万 4 千枚ほどの資格確認証が発行されてい
るとのことです。現在、本県には 150 枚ほどが届
いており、県薬事務局にて登録した担当者が本人
確認を行なった上でお渡ししています。他県では
地域薬剤師会で受け取りを行っている所もありま
すが、本県では地域薬剤師会の負担を考えて事務
局のみでお渡ししています。しかし、今後受取人
数が増えてきた場合には地域薬剤師会にご理解を
いただきながら、受渡し方法について再度検討す
る必要があると考えています。
　また、薬局におけるオンライン資格確認の導入
に関しては今年 4月から原則義務化されることが
決まっています。薬局では顔認証システムに接続
する機器はほぼ導入が終わっていますが、それに
接続する PCなどの機器については半導体不足の
影響で設置が遅れている状況であり、厚労省では
暫定措置として 9月まで義務化の延長を考えてい
るようです。
　昨年 4月に検査センターが本会から分離独立し
一般財団法人となったため、これまで本会が担っ
てきた薬局の医薬品試験に関する事業も全面的に
検査センターに移譲いたしました。これに伴い今
年度は「医薬品試験委員会」を廃止するほか、記
念事業が終了した「創立 110 周年事業実行委員会」
も廃止となります。また、ほかの委員会活動につ
いても会費による収入だけでは運営が厳しくなる
ことが予測されており、各委員会には当初の事業
計画に基づく綿密な予算執行を行うよう求めて参
ります。
　昨年度から会費収入以外の収益事業として取り
組んでいる保険代理店事業につきましては一朝一
夕に進むものでもなく、持続性を持った長期運営
を目指さなければならないと考えています。導入
を図った薬局ではそれぞれの保険ごとに契約して
いたものを１本化することで大きなメリットを感
じているとの声も聞こえており、今後は地域薬剤
師会の会員へ直接説明をする機会を設けるなど、
保険事業の浸透をさらに深める努力が必要と考え
ています。
　以上、今年度の状況と来年度に向けた取組みに
ついて申し上げましたが、本日の臨時総会では来
年度の事業計画及び予算など重要な案件について
審議していただくことになります。代議員の皆様
方には積極的なご意見を賜り、有意義な臨時総会
にしていただきますようにお願い申し上げ挨拶と
いたします。

第74期臨時総会　会長演述
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令和５年度事業計画（案）

　昨年度は新型コロナウイルスの感染拡大が心配される中、岩手県薬剤師会創立110周年記念として取り組

んだ「記念式典・祝賀会」及び「記念誌作成」事業をすべて無事に終えることが出来た。今年度、本会は東

北薬剤師会連合会の幹事県となるため、本会事業に加え東北ブロック全体に関わる事業が増加すると考える。

大きな事業としては令和５年９月２日から３日にかけて行われる東北薬剤師会連合大会の開催がある。

　昨年度はコロナの影響で多くの会議や研修会がオンラインで開催された。今年度はさらにその傾向が強く

なると予測され、薬剤師会全体の通信機能及び設備の充実化が求められる。また、会員への情報伝達につい

ては多くの団体がFAXからメール配信に切り替えており、本会においても薬局への一斉同報など従来から

FAXを使用している通信方法について検討する必要がある。

　薬局では今年度から開始される電子処方箋の発行に伴い、薬剤師資格確認証（HPKI）を用いた調剤など

が行われるため、調剤業務のＩＣＴ化も大きく進展するものと考えられる。

　昨年度、検査センターが本会から分離独立し一般財団法人となったことにより、これまで本会が担ってき

た医薬品試験事業が全面的に検査センターに移行することになった。これに伴い今年度は「医薬品試験委員

会」が廃止となるほか、記念事業が終了した「創立110周年事業実行委員会」も廃止となる。さらに、本会

の委員会活動については現在の会費による収入だけでは運営が厳しくなることが予測されており、各委員会

においては当初の事業計画に基づく綿密な予算執行が求められてくる。昨年度から会費収入以外の収益事業

として取り組んでいる保険代理店事業についても会員への浸透をさらに深める努力が必要である。

　本会の組織率は全国でも３番目に高いが、新卒の薬剤師の入会がなければ組織率が下がっていくことが明

白であり、新規会員の増強についても検討が必要である。

　薬学生の病院・薬局における長期実務実習については今年度で14年目を迎えるが、新型コロナウイルス感

染防止対策を行った上での実務実習となり、状況を見ながら大学側との連携を深め対応を図っていく必要が

ある。

　本会が継続して実施している「県民健康講座みんなの薬の学校」などの事業は、県民にとって身近な講座

として定着している。また、従来から実施している小・中学校、高校における「薬物乱用防止教室」につい

ては、この活動により本県の青少年薬物事犯が減少しているという報告もあることから今後とも継続して実

施していく。また、昨年は県内のプロバスケットチームである「ビッグブルズ」とアンチ・ドーピングに対

する協定書を締結した。今年度も引き続き「スポーツファーマシスト」を中心としたドーピング防止活動に

取り組んでいく。

　非常時及び災害時対策への取り組みでは、岩手県総合防災訓練などに参加することで、災害時における薬

剤師の行動確認をすると共に、医師会、歯科医師会などの医療団体や警察、消防、自衛隊などの災害派遣チ

ームとの連携を深める必要がある。また、非常時・災害対策委員会を中心として、他県における災害への支

援活動など当会の災害派遣体制を整えておく必要がある。

　以上は、広く県民に対して薬剤師の職能を周知し、果たすべき役割や責務についての理解を得るためのも

のであり、今後とも積極的な広報活動の充実を図っていかなければならない。これらの点を踏まえて本会は、

日本薬剤師会および地域薬剤師会との連携のもと、県民の健康な生活の確保・向上に寄与することを目的と

して、定款第４条に基づき以下の事業を行う。

令和５年度事業計画
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１．薬剤師・薬局機能の充実及び医療安全対策の推進

 ⑴ 患者のための薬局ビジョン推進に向けた取組み

①かかりつけ薬剤師・薬局の推進と定着

②「健康サポート薬局」養成・育成に向けた取組み

③「地域連携薬局」・「専門医療機関連携薬局」の養成・育成に向けた取組み

④「薬剤師のかかりつけ機能強化事業」への対応

 ⑵ 医薬分業に係る質的向上対策 

①薬局における医薬品医療機器等法への取組み

②適正な保険薬局業務の実施

③調剤報酬請求事務の適正化

④薬局における医療安全体制の徹底

⑤電子処方せん応需に向けた薬局・薬剤師認証システム普及・整備の推進

⑥薬剤師資格証（HPKI）の普及及び交付

⑦ＤＥＭ事業への参加 

 ⑶ 医薬品等の適正使用対策

①医薬品等の適正使用の推進

②ポリファーマシー対策の推進

③後発医薬品の使用促進

④緊急避妊薬の適正使用促進

⑤高度管理医療機器の適正使用

 ⑷ 「薬と健康の週間」への対応

　　①岩手県薬学・薬事関係者懇話会との連携

 ⑸ 一般用医薬品販売への対応

①リスクの程度に応じた情報提供と相談応需のための環境整備

②一般用医薬品の適正使用の普及・啓発

③セルフメディケーションの推進

 ⑹ 新型コロナウイルス感染症への対応

　　①薬剤師のための予防接種研修への取り組み

２．地域医療・介護への取組み強化

 ⑴ 地域包括ケアシステムへの積極的な参画

 ⑵ 医療・介護に関わる他職種との連携

 ⑶ チーム医療における薬剤師業務の拡充

 ⑷ フィジカルアセスメントを活用した薬剤師のための在宅医療対応研修の実施

３．病薬連携の推進・強化

 ⑴ お薬手帳の周知と活用推進

　　①電子お薬手帳への取り組み

　　②調剤薬確認用ＱＲコードの印字普及

―62―

 ⑵ 地域連携ツールを用いた患者情報の共有

　　①服薬情報提供書（トレーシングレポート）の活用

　　②退院時服薬情報提供に関する連携

 ⑶ 情報伝達におけるICT化推進の取組み

４．公衆衛生・薬事衛生への対応

 ⑴ 学校薬剤師活動への推進支援

　　①学校環境衛生優良校表彰への取組み

 ⑵ 健康いわて21プラン関連事業への協力

 ⑶ 自殺予防対策への協力・対応

   　①ゲートキーパーの養成

 ⑷ いわていきいきプラン2023への協力

　　①認知症対応力向上研修の実施

 ⑸ 県民健康講座「みんなの薬の学校」の実施　

 ⑹ 薬物乱用防止啓発活動の推進

 ⑺ アンチ・ドーピング活動の推進

 ⑻ ＳＤＧｓに基づく健康と福祉の推進

５．生涯学習の推進

 ⑴ 生涯学習システム（ＪＰＡLＳ）への対応

　　①ＪＰＡLＳの登録者促進に向けた取組み

　　②ＪＰＡLＳクリニカルラダーレベルアップへの取組み

 ⑵ 日本薬剤師研修センター等との連携・協力

 ⑶ 審査対象研究への対応

６．薬剤師養成のための薬学教育への対応

 ⑴ 実務実習受入体制の充実・強化

 ⑵ 大学及び関係団体との連携強化

７．病院・診療所勤務薬剤師部会の活動の充実

 ⑴ 薬物療法の質の向上と安全確保に向けた取組み

 ⑵ 入院患者持参薬の薬学的管理に向けた取組み

 ⑶ 病院における薬剤師の病棟業務への取組み

８．非常時・災害対策活動への取組み

 ⑴ 災害時の業務継続体制の整備

 ⑵ 災害時に活動できる薬剤師の養成・育成

９．組織・広報活動の推進

 ⑴ 職種部会および委員会活動の推進

 ⑵ 地域薬剤師会活動の支援

　　①地域薬剤師会長協議会の開催

 ⑶ 会誌イーハトーブの発行
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１．薬剤師・薬局機能の充実及び医療安全対策の推進

 ⑴ 患者のための薬局ビジョン推進に向けた取組み

①かかりつけ薬剤師・薬局の推進と定着

②「健康サポート薬局」養成・育成に向けた取組み

③「地域連携薬局」・「専門医療機関連携薬局」の養成・育成に向けた取組み

④「薬剤師のかかりつけ機能強化事業」への対応

 ⑵ 医薬分業に係る質的向上対策 

①薬局における医薬品医療機器等法への取組み

②適正な保険薬局業務の実施

③調剤報酬請求事務の適正化

④薬局における医療安全体制の徹底

⑤電子処方せん応需に向けた薬局・薬剤師認証システム普及・整備の推進

⑥薬剤師資格証（HPKI）の普及及び交付

⑦ＤＥＭ事業への参加 

 ⑶ 医薬品等の適正使用対策

①医薬品等の適正使用の推進

②ポリファーマシー対策の推進

③後発医薬品の使用促進

④緊急避妊薬の適正使用促進

⑤高度管理医療機器の適正使用

 ⑷ 「薬と健康の週間」への対応

　　①岩手県薬学・薬事関係者懇話会との連携

 ⑸ 一般用医薬品販売への対応

①リスクの程度に応じた情報提供と相談応需のための環境整備

②一般用医薬品の適正使用の普及・啓発

③セルフメディケーションの推進

 ⑹ 新型コロナウイルス感染症への対応

　　①薬剤師のための予防接種研修への取り組み

２．地域医療・介護への取組み強化

 ⑴ 地域包括ケアシステムへの積極的な参画

 ⑵ 医療・介護に関わる他職種との連携

 ⑶ チーム医療における薬剤師業務の拡充

 ⑷ フィジカルアセスメントを活用した薬剤師のための在宅医療対応研修の実施

３．病薬連携の推進・強化

 ⑴ お薬手帳の周知と活用推進

　　①電子お薬手帳への取り組み

　　②調剤薬確認用ＱＲコードの印字普及

―62―

 ⑵ 地域連携ツールを用いた患者情報の共有

　　①服薬情報提供書（トレーシングレポート）の活用

　　②退院時服薬情報提供に関する連携

 ⑶ 情報伝達におけるICT化推進の取組み

４．公衆衛生・薬事衛生への対応

 ⑴ 学校薬剤師活動への推進支援

　　①学校環境衛生優良校表彰への取組み

 ⑵ 健康いわて21プラン関連事業への協力

 ⑶ 自殺予防対策への協力・対応

   　①ゲートキーパーの養成

 ⑷ いわていきいきプラン2023への協力

　　①認知症対応力向上研修の実施

 ⑸ 県民健康講座「みんなの薬の学校」の実施　

 ⑹ 薬物乱用防止啓発活動の推進

 ⑺ アンチ・ドーピング活動の推進

 ⑻ ＳＤＧｓに基づく健康と福祉の推進

５．生涯学習の推進

 ⑴ 生涯学習システム（ＪＰＡLＳ）への対応

　　①ＪＰＡLＳの登録者促進に向けた取組み

　　②ＪＰＡLＳクリニカルラダーレベルアップへの取組み

 ⑵ 日本薬剤師研修センター等との連携・協力

 ⑶ 審査対象研究への対応

６．薬剤師養成のための薬学教育への対応

 ⑴ 実務実習受入体制の充実・強化

 ⑵ 大学及び関係団体との連携強化

７．病院・診療所勤務薬剤師部会の活動の充実

 ⑴ 薬物療法の質の向上と安全確保に向けた取組み

 ⑵ 入院患者持参薬の薬学的管理に向けた取組み

 ⑶ 病院における薬剤師の病棟業務への取組み

８．非常時・災害対策活動への取組み

 ⑴ 災害時の業務継続体制の整備

 ⑵ 災害時に活動できる薬剤師の養成・育成

９．組織・広報活動の推進

 ⑴ 職種部会および委員会活動の推進

 ⑵ 地域薬剤師会活動の支援

　　①地域薬剤師会長協議会の開催

 ⑶ 会誌イーハトーブの発行
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 ⑷ 岩手県薬剤師会ホームページの管理･運営

　　①ホームページ掲載内容の充実

 ⑸ 会員拡充対策の推進

　　①会員組織率向上に向けた取組み

　　②学生会員の入会促進に向けた取組み

　　③入会手続方法についての検討

 ⑹ 薬剤師職能および本会事業の広報ならびに周知

 ⑺ 会員の福利厚生の拡充 

　　①保険代理店事業の推進

 ⑻ 一般財団法人岩手県薬剤師会検査センターとの連携

 ⑼ 関係機関および団体との連携・協力

 ⑽ WEB会議（研修会）のＩＣＴ化 促進

10．会営事業の充実

 ⑴ 内丸薬局

①「地域連携薬局」認定への取組み

②薬剤師会備蓄センター機能の継続

③薬学生及び復職希望者の研修施設としての取組み

④新型コロナウイルス感染症への取組み

⑤岩手医大メディカルセンターの新築移転に伴う対応についての検討

 ⑵ くすりの情報センター

　　①正確な情報提供に努め、薬の正しい知識の啓発を行うことで県民の健康の増進を図る

　　②会員からの質問及び情報提供要請に応える

11．その他本会の目的達成のために必要な事業



17

会

務

―63―

 ⑷ 岩手県薬剤師会ホームページの管理･運営

　　①ホームページ掲載内容の充実

 ⑸ 会員拡充対策の推進

　　①会員組織率向上に向けた取組み

　　②学生会員の入会促進に向けた取組み

　　③入会手続方法についての検討

 ⑹ 薬剤師職能および本会事業の広報ならびに周知

 ⑺ 会員の福利厚生の拡充 

　　①保険代理店事業の推進

 ⑻ 一般財団法人岩手県薬剤師会検査センターとの連携

 ⑼ 関係機関および団体との連携・協力

 ⑽ WEB会議（研修会）のＩＣＴ化 促進

10．会営事業の充実

 ⑴ 内丸薬局

①「地域連携薬局」認定への取組み

②薬剤師会備蓄センター機能の継続

③薬学生及び復職希望者の研修施設としての取組み

④新型コロナウイルス感染症への取組み

⑤岩手医大メディカルセンターの新築移転に伴う対応についての検討

 ⑵ くすりの情報センター

　　①正確な情報提供に努め、薬の正しい知識の啓発を行うことで県民の健康の増進を図る

　　②会員からの質問及び情報提供要請に応える

11．その他本会の目的達成のために必要な事業

令和５年度岩手県薬剤師会予算について
令和5年度予算（合計）

2023年04月01日から 2024年03月31日まで

1-2 3-11 12-20 21-25 26-27 29 30 32 33 (単位：円）

受託事業
組織体制
整備事業
その他１

在宅医療
推進事業
その他２

保険薬局事業
その他４

その他の
収益事業
その他５

小計 小計 小計 小計 小計
地域包括ケア

推進事業
内丸薬局 用紙販売等

1 Ⅰ  事業活動収支の部
2     １．事業活動収入
3       (１) 会費収入
4             会費収入 0 1,750,000 0 0 0 0 0 0 35,800,000 37,550,000
5             過年度会費収入 0 25,000 0 0 0 0 0 0 400,000 425,000
6             保険薬局会員会費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 17,500,000 17,500,000
7            過年度保険薬局会費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
8             賛助会費収入 0 0 0 0 0 0 0 0 3,200,000 3,200,000
9           会費収入計 0 1,775,000 0 0 0 0 0 0 57,000,000 58,775,000

10       (２) 受取負担金
11             受取負担金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000
12           受取負担金計 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000
13       (３) 事業収入
14             調剤料収入 0 0 0 0 0 0 249,000,000 0 0 249,000,000
15             小売収入 0 0 0 0 0 0 4,400,000 0 0 4,400,000
16             用紙売却収入 0 0 0 0 0 0 0 2,700,000 0 2,700,000
17             損保代理店手数料収入 0 0 0 0 0 0 0 120,000 0 120,000
18           事業収入計 0 0 0 0 0 0 253,400,000 2,820,000 0 256,220,000
19       (４) 委託費等収入
20             委託契約収入 500,000 0 0 203,500 0 0 0 0 0 703,500
21            県学薬事務委託収入 0 0 0 0 0 0 0 200,000 0 200,000
22            業務委託収入保険薬局部会 0 0 0 0 0 0 2,400,000 0 0 2,400,000
23           委託費等収入計 500,000 0 0 203,500 0 0 2,400,000 200,000 0 3,303,500
24       (５) 補助金収入
25             補助金収入 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 0 2,010,000
26           補助金収入計 0 0 0 2,010,000 0 0 0 0 0 2,010,000
27       (６) 雑収入
28             預金利息収入 0 100 0 0 0 0 500 1,000 5,000 6,600
29             雑収入 0 0 0 0 0 0 1,500,000 2,500,000 7,851,000 11,851,000
30             協賛金収入 0 0 0 0 0 0 0 0 500,000 500,000
31             受講料収入 0 0 0 0 660,000 0 0 0 1,500,000 2,160,000
32           雑収入計 0 100 0 0 660,000 0 1,500,500 2,501,000 9,856,000 14,517,600
33       (７) 他会計からの繰入金収入

34             他会計からの繰入金収入 0 2,662,657 0 0 0 0 0 0 0 2,662,657
35           他会計からの繰入金収入計 0 2,662,657 0 0 0 0 0 0 0 2,662,657
36           事業活動収入計 500,000 4,437,757 0 2,213,500 660,000 0 257,300,500 5,521,000 70,856,000 341,488,757
37     ２．事業活動支出
38       (１) 事業費支出
39             仕入高支出 0 0 0 0 0 0 185,800,000 0 0 185,800,000
40             諸給与支出 7,346,000 39,000 111,000 0 0 10,000 33,200,000 0 0 40,706,000
41             法定福利費支出 1,100,000 0 0 0 0 0 4,600,000 0 0 5,700,000
42             福利厚生費支出 370,000 0 0 0 0 0 1,250,000 0 0 1,620,000
43             宣伝広告費支出 0 360,000 0 0 0 0 0 0 0 360,000
44             消耗什器備品支出 0 260,000 0 0 0 0 200,000 0 0 460,000

合計科　　　　　　　　　目

くすりの情報
センター事業

継続１

薬事衛生
普及事業

継続２

薬学・薬業の
進歩発展事業

継続３ 法人会計

45             事務消耗品費支出 30,000 65,000 364,000 815,000 1,000 10,000 450,000 280,000 0 2,015,000
46             保険料支出 5,000 20,000 0 0 0 0 160,000 0 0 185,000
47             賃借料支出 0 130,000 240,000 170,000 70,000 0 5,100,000 4,000 0 5,714,000
48             旅費交通費支出 110,000 1,424,000 1,712,000 250,000 20,000 207,000 450,000 0 0 4,173,000
49             通信運搬費支出 222,000 1,860,000 491,000 150,000 120,000 10,000 450,000 230,000 0 3,533,000
50             公租公課支出 0 0 0 0 0 0 18,500,000 910,000 0 19,410,000
51             水道光熱費支出 0 0 0 0 0 0 800,000 500,000 0 1,300,000
52             教育研究費支出 0 45,000 57,000 17,000 0 3,000 50,000 0 0 172,000
53             印刷製本費支出 250,000 2,530,000 400,000 540,000 26,000 0 100,000 10,000 0 3,856,000
54             修繕費支出 0 350,000 0 0 0 0 500,000 100,000 0 950,000
55             会議費支出 60,000 278,000 355,000 0 0 10,000 10,000 0 0 713,000
56             総会費支出 0 90,000 0 0 0 0 0 0 0 90,000
57             図書費支出 52,000 150,000 615,000 0 235,000 0 100,000 80,000 0 1,232,000
58             諸会費支出 0 100,000 205,000 0 0 0 47,000 0 0 352,000
59             委託費支出 50,000 200,000 0 0 0 0 900,000 0 0 1,150,000
60             建物管理費支出 0 0 0 0 0 0 0 250,000 0 250,000
61             支払手数料支出 15,000 57,000 90,000 11,500 12,000 10,000 2,350,000 5,000 0 2,550,500
62             雑支出 20,000 153,000 75,000 10,000 0 10,000 100,000 42,000 0 410,000
63             交際費支出 0 20,000 20,000 0 0 0 20,000 0 0 60,000
64             支払補助金支出 0 0 0 0 1,000,000 0 0 0 0 1,000,000
65             諸謝金支出 510,000 522,000 850,000 250,000 0 30,000 0 0 0 2,162,000
66             支払負担金支出 0 0 710,000 0 0 0 0 0 0 710,000
67           事業費支出計 10,140,000 8,653,000 6,295,000 2,213,500 1,484,000 300,000 255,137,000 2,411,000 0 286,633,500
68       (２) 管理費支出
69             役員報酬 0 0 0 0 0 0 0 0 3,160,000 3,160,000
70             諸給与支出 0 0 0 0 0 0 0 0 28,800,000 28,800,000
71             法定福利費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 4,000,000 4,000,000
72             福利厚生費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000
73             宣伝広告費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 110,000 110,000
74             消耗什器備品支出 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
75             事務消耗品費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 800,000 800,000
76             保険料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 270,000 270,000
77             賃借料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000 450,000
78             旅費交通費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 450,000 450,000
79             通信運搬費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000
80             公租公課支出 0 0 0 0 0 0 0 0 2,000,000 2,000,000
81             水道光熱費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1,700,000 1,700,000
82             教育研究費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
83             印刷製本費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 200,000 200,000
84             修繕費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 600,000 600,000
85             会議費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1,600,000 1,600,000
86             総会費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 1,400,000 1,400,000
87             図書費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 10,000 10,000
88             諸会費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 380,000 380,000
89             委託費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 3,100,000 3,100,000
90             慶弔費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 150,000 150,000
91             建物管理費支出 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000
92             支払手数料支出 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000
93             雑支出 0 0 0 0 0 0 0 0 700,000 700,000
94             交際費 0 0 0 0 0 0 0 0 100,000 100,000
95           管理費支出計 0 0 0 0 0 0 0 0 54,280,000 54,280,000
96           事業活動支出計 10,140,000 8,653,000 6,295,000 2,213,500 1,484,000 300,000 255,137,000 2,411,000 54,280,000 340,913,500
97             事業活動収支差額 ▲9,640,000 ▲4,215,243 ▲6,295,000 0 ▲824,000 ▲300,000 2,163,500 3,110,000 16,576,000 575,257



18

会

務

会務報告

月 日 曜日 行事・用務等 場　　所 参加者

2

5 日 第２回東北６県会長・日薬代議員合同会議 青森市 会長、熊谷
7 火 岩手県後期高齢者医療広域連合運営協議会 岩手県自治会館 押切
8 水 気仙薬剤師会自殺対策研修会　 シーパル大船渡
9 木 岩手県がん対策推進協議会 サンセール盛岡 金澤

広報委員会 岩手県薬剤師会館
13 月 会計事務所との会計会議（第三四半期） 岩手県薬剤師会館

学校薬剤師部会役員会 岩手県薬剤師会館
14 火 県薬・病薬合同地域連携ワーキンググループ　地域連携ツール検討会 （Ｗｅｂ）
16 木 二戸市薬剤師会糖尿病性腎症研修会 二戸市パークホテル
17 金 薬薬連携推進研修会事前打ち合わせ （Ｗｅｂ）
20 月 多職種連携モデル業務モデル地区検討会（二戸） カシオペアメッセ
21 火 釜石薬剤師会ゲートキーパー養成研修会 釜石情報交流センター

二戸薬剤師会ゲートキーパー養成研修会 二戸市シビックセンター
25 土 第４回薬局ビジョン推進委員会 岩手県薬剤師会館
26 日 薬薬連携推進研修会 岩手県薬剤師会館

日薬連　ＪＰＬフォーラム AP 日本橋 金澤

3

1 水 日薬　セルフケア・セルフメディケーション推進のための全国担当者会議 （Ｗｅｂ） 村井
2 木 第７回常務理事会 岩手県薬剤師会館
5 日 第74期臨時総会 建設研修センター
6 月 医療保険委員会 岩手県薬剤師会館
7 火 第２回地域連携セミナー （Ｗｅｂ）
8 水 日薬　研究推進に関する全国会議 （Ｗｅｂ） 工藤、熊谷
9 木 岩手医科大学薬学教育評価委員会 岩手医科大学矢巾キャンパス 熊谷
11 土 日薬　第101回臨時総会（～12日） イースト21 会長、金澤、熊谷
13 月 県薬・病薬合同地域連携ワーキンググループ会議 （Ｗｅｂ）
14 火 岩手県防災会議　 （Ｗｅｂ） 佐藤(裕）

谷藤ひろあき後援会拡大役員会 ニューウイング 会長、村井
15 水 岩手県アレルギー疾患医療連絡協議会 エスポワール 高林
16 木 日薬　学校薬剤師部会全国担当者会議 日本薬剤師会 佐々木(宣）

編集委員会 岩手県薬剤師会館
岩手県保険者協議会 （Ｗｅｂ） 藤原

17 金 日薬　かかりつけ薬剤師指導者協議会 ベルサール八重洲 村井、高橋(寛）
岩手県社会保険医療担当者（薬局） 指導関係打合せ会（事前） 岩手県薬剤師会館 畑澤(昌)ほか

18 土 東北学校薬剤師会連合会連絡協議会（～19日） 岩手県薬剤師会館ほか 畑澤(昌)ほか
20 月 日薬　社会保険指導者研修会 TKP市ヶ谷カンファレンスセンター 畑澤(昌)
23 木 岩手県社会保険医療担当者（薬局） 指導関係打合せ会 岩手県薬剤師会館 会長ほか
24 金 日薬　薬事情報センター実務担当者等研修会 （Ｗｅｂ） 熊谷
25 土 第７回理事会・第６回地域薬剤師会会長協議会 岩手県薬剤師会館

岩手ビッグブルズ冠試合 盛岡タカヤアリーナ 会長ほか
26 日 自由民主党岩手県支部連合会総務会・定期大会 ニューウイング 会長ほか
27 月 岩手県健康いわて２１プラン推進協議会 岩手県民会館 熊谷

四師会役員懇談会 京極 会長ほか
28 火 岩手県災害拠点病院連絡協議会 （Ｗｅｂ） 佐藤(裕）
29 水 日薬連 定時評議員会 日本薬剤師連盟 会長ほか
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理事会報告

第７回常務理事会　令和５年３月２日（19：00～20：30）　　岩手県薬剤師会館
報 告 事 項 1 会務報告と今後の予定について

2 令和４年度 第２回東北６県会長･日薬代議員合同会議について
3 令和４年度 薬局実務実習受入に関する東北ブロック会議について
4 日本薬剤師会 生涯学習担当者全国会議について
5 広報委員会から
6 薬局ビジョン推進委員会から
7 学校薬剤師部会から
8 その他

協 議 事 項 1 令和４年度役員報酬について
2 第74期臨時総会の進行等について
3 令和５年度行事予定について
4 県薬作成資材の販売価格について
5 その他

第７回理事会・第６回地域薬剤師会会長協議会　令和５年３月25日（14：30～16：00）　　岩手県薬剤師会館
報 告 事 項 1 会務報告と今後の予定について

2 第74期臨時総会について
3 第101回日本薬剤師会臨時総会について
4 令和４年度セルフケア・セルフメディケーション推進のための全国担当者会議に
ついて

5 令和４年度研究推進に関する全国会議について
6 令和４年度日本薬剤師会学校薬剤師部会全国担当者会議について
7 令和４年度かかりつけ薬剤師・薬局推進指導者協議会について
8 令和４年度社会保険指導者研修会について
9 東北学校薬剤師会連合会連絡協議会について
10 令和４年度「薬局ビジョン実現に向けた薬剤師のかかりつけ機能強化事業【第２期】」

における「事業２」に係る都道府県薬剤師会実施事業（モデル事業）について
11 薬局における自宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業について
12 医療保険委員会から
13 県薬作成お薬手帳の販売価格の改訂について
14 岩手県の定期人事異動について
15 岩手ビッグブルズ 岩手県薬剤師会冠試合について
16 その他

協 議 事 項 1 令和５年度行事予定について
2 イーハトーブの年間計画について
3 第75期定時総会について
4 その他

地域薬剤師会
会 長 協 議 会

1 岩手県薬剤師会賞の推薦について
2 薬剤師資格証の交付業務について
3 意見・情報交換
4 その他
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　2月 17 日から開催された「いわて八幡平白銀
国体」が無事に終了したわけですが、岩手県選手
の活躍も多く見られ、また、永井秀昭選手のラス
トレースをこの目で見ることができて良かったで
す（やはりスポーツは現地で見ると格別です）。
　会場では、ジャイアントスラロームで優勝した
選手から、「今、薬は飲んでないのでドーピング
検査受けても大丈夫です！」と力強い言葉を言っ
ていただき意識の高さを感じました。
　さて、世界アンチ・ドーピング・プログラムの
一部として義務付けられた「禁止表国際基準」が、
１月１日更新されました。2023 年の変更点等に
ついてお知らせします。
　なお、詳細につきましては、日本アンチ・ドー
ピング機構（JADA）のホームページに公開され
ていますので、ご覧いただきますようお願い申し
上げます。
https://www.playtruejapan.org/code/provision/
world.html

　補足：「トリアムシノロンアセトニド」の経口（口
腔粘膜、口腔（頬）、歯肉、舌下投与を
含む）のウォッシュアウト期間は 30 日
から 10 日に変更されていますので注意
して下さい。

１）例示物質の追加（S1、S4、S5、M1、S6）
　６分類で例示物質が追加となっています。
「サプリメントに含有されているのが確認さ
れた物質」、「海外で承認されている物質」、「禁
止されていたが改めて追加した物質」、「将来
的に市販される可能性があるため追加した物
質」、「例外として追加された物質」と、多岐
にわたります。
　「表１」を参照し、確認してください。

２）治療使用特例（TUE）の有無や許可される
投与経路の明確化（S5、S6、S9）
　通常、利尿薬および隠蔽薬、閾値水準が設
定されている物質（ホルモテロール、サルブ
タモール、カチン、エフェドリン、メチルエ
フェドリン、プソイドエフェドリン）を併用
する場合には、TUE申請が必要ですが、「炭
酸脱水酵素阻害薬（ドルゾラミド、ブリンゾ
ラミド等）の局所眼科用使用や歯科麻酔にお
けるフェリプレシンの局所投与と併用する場
合は、TUEが不要」である旨が追加されま
した（これまでも不要でしたが、わかりやす
いように記載されました）。
　また、「イミダゾリン誘導体」と「糖質コ
ルチコイド」の「耳への投与は禁止されない」
ことが明記されました。

３）特定競技において禁止される物質（P1）
　ベータ遮断薬が禁止される競技を「特定競
技」として定めています。
2023 禁止表国際基準で、「ミニゴルフ」が、
競技会（時）において禁止される特定競技に
追加されました。
　また、競技会（時）に限って禁止されてい
た「水中スポーツ」が、競技会（時）から競
技会外においても禁止されることになりまし
た（常に禁止される特定競技となりました）。

４）その他（S4、S5、S8）
　文言やセクション名を整理する形で修正さ
れています。
　カンナビノイドについては、WADAの検
討状況の報告ということで、検討を進めてい
る内容が記載されていますが、2023 年につ
いては特段の変更はありません。なお、国内

委員会の動き

アンチ・ドーピング委員会から

委員　佐藤　大峰 

「２０２３禁止表国際基準」について
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の法律では、「所持・輸入・保持することは
禁止されている」ことをご承知おきください。

５）監視プログラムの追加
　監視プログラムは、WADAがスポーツに
おける濫用のパターンを把握するために監視
するために定めたものです。
　注）監視プログラムに掲載されている物質

は、当該年においては禁止物質ではあ
りません。

2023 禁止表国際基準では、「18 歳未満の
女性におけるゴナドトロピン放出ホルモン
（GnRH）アゴニスト」、「ハイポキセン※（ポ
リヒドロキシフェニレンチオ硫酸ナトリウ
ム）」、「デルモルフィン（および類似物質）」

が追加されました。
　※　ハイポキセンは、岩手県アスリートも

活躍した北京オリンピックで、あるア
スリートから検出され、アンチ・ドー
ピング規則違反が疑われたことで話題
となった物質です。

６）トラマドールの取り扱いについて
2024 年１月１日から、「トラマドール」が、

「S7. 麻薬」に追加されます。2023 年は禁止
物質ではありませんが、アセトアミノフェ
ンとの配合剤がよく使用されていますので、
2023 年中に、「他の薬に変更する」、「TUE
を申請する」といった準備が必要になります。

（表１）
分類 追加された例示物質名 理由

常に禁止される物質
と方法［競技会（時）
および競技会外

S1．蛋白同化薬
１．蛋白同化男性化
ステロイド薬

① 17α- メチルエピチオ
スタノール（エピスタン）
②アンドロスタ - ４- エン -
３,11,17- トリオン
② 11- ケトアンドロステ
ンジオン
②アドレノステロン

①チオドールの 17- メチル化アナログ
であり生体内で禁止されている蛋白同
化薬に変化する。
②すでに禁止されている蛋白同化薬の
代謝産物であるため。

S1．蛋白同化薬
２．その他の蛋白同
化薬

①ラクトパミン
②S-23
② YK-11

①動物用成長促進物質として一部の国
で承認されている。
②SARMs の例示として追加

S4．ホルモン調節
薬および代謝調節薬

アピテグロマブ ミオスタチン前駆抗体の例示として追
加

S5．利尿薬および
隠蔽薬

トラセミド 利尿薬の例示として追加

M1．血液および血
液成分の操作

ボクセロトール ヘモグロビンの体内での酸素放出能を
変化させ、動脈血酸素飽和濃度を高め
るため。副作用として血清エリスロポ
エチンの増加による。健常人のヘモグ
ロビン濃度の増加。

競技会（時）に禁止
される物質

S6．興奮薬 ①１, ３- ジメチルアミル
アミン
①１, ３-DMAA
②１, ４- ジメチルアミル
アミン
②１, ４-DMAA
③ソルリアムフェトル
④テトリゾリン（テトラヒ
ドロゾリン）

①４- メチルヘキサン - ２- アミンの慣
用名として追加
②５- メチルヘキサン - ２- アミンの慣
用名として追加
③ドパミンおよびノルエピネフリン再
取り込み阻害薬として、神経伝達物質
の脳内濃度が上昇するため。
④イミダゾリン誘導体の例示として追
加。国内ではテトラヒドロゾリンが一
般的であるため、日本語訳のみ併記す
る。
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【保険薬局研修会】
　1月 14 日Web 配信にて、令和 4年度第 2回保
険薬局研修会を開催いたしました。その概要をお
伝えします。
［保険薬局の現況］
○クレーム事例について
　薬剤師会に寄せられたクレームで、薬局におけ
るスタッフの態度や調剤ミス、会計や説明の仕方
などの応対、そして、在宅患者訪問時の対応や個
人情報の扱いについて報告しました。
　多くの事例は患者さんに対し配慮のある説明が
あればクレームまで至らなかったのではないかと
思われます。クレーム事例ついては他の薬局の出
来事と捉えずに各薬局でも情報を共有し、今後の
薬局業務に活かしていただくようお願いいたしま
した。
○療養担当規則について
　保険医療機関及び保険医療養担当規則の実施上
の留意事項では、保険医療機関が患者に対し特定
の保険薬局において調剤を受けるよう指示するこ
とや保険薬局から金品その他財産上の利益を受け
取ることを禁止しています。金品その他の財産上
の利益とは、金銭、物品、便益、労務、饗応、患
者一部負担金の減免等を示しています。
　昨年の保険薬局研修会でも話した内容ですが、
ここ数年新規の薬局の開設が続いており、利益供
与について認識不足の薬局があり、改めて周知し
ているところです。
○問い合わせ等について
・調剤報酬算定に関して、以前の保険薬局研修会
の資料に基づいて質問されることがあります。算
定要件の解釈は変わることがありますので、質問
する時にはいつの資料か確認していただくようお
願いします。
・社保、国保から返戻、査定されたレセプトにつ
いては、薬局内で情報を共有し、同じ誤りを繰り
返さないようお願いいたします。患者さんからの
要望や苦情についても同様です。
・時々頓服薬の回数について問い合わせがありま
すが、岩手県における頓服薬の回数制限は、一部
の薬効の薬品を除いては、10 回までとなってい
ます。
・船員保険について、船員保険証の被保険者の投
与日数の制限は船員保険法に基づくものとなりま

す。
・外来服薬支援料２（一包化支援）の算定について、
算定可能な場合でも「支B」のコードの入力漏れ
で査定されることがあります。ご留意ください。
・出荷調整による入手困難の薬品について、メー
カー違いの薬品混在の調剤は、必ずレセプト摘要
欄に服用方法を記載していただくようお願いしま
す。
　その他、新規個別指導・個別指導での指摘事項
や指導について説明をいたしました。厚生労働省
ホームページ掲載の「保険調剤確認リスト」もご
覧ください。
［調剤報酬算定の解釈と留意点］
　令和 4年 4月診療報酬改定において、薬局・薬
剤師業務の評価体系の見直しがあり、薬剤調製料、
調剤管理料、服薬管理指導料等が新設され、調剤
報酬明細書の様式も変わりました。
　イーハトーブ 93 号（令和 4年 9 月 30 日発行）
に算定の誤りが多い項目を掲載しましたが、今回
の研修会では具体的に事例をあげて解説いたしま
した。
　薬剤調製料、調剤管理料、頓服薬、内服用滴剤、
計量混合調剤加算、自家製剤加算、嚥下困難者用
製剤加算、重複投薬・相互作用等防止加算、新型
コロナウイルス感染症に係る在宅患者緊急訪問薬
剤管理指導料（緊コA・B）等については算定誤り、
記載漏れが多くみられます。
　以前からお願いしておりますが、それぞれの算
定においてレセプト摘要欄に理由の記載が必要な
場合は、記入漏れがないようお願いいたします。

【調剤報酬算定及び請求】
○ 新型コロナウイルス感染症の宿泊療養・自宅療
養の請求について
　同一調剤月・同一患者・同一医療機関の処方箋
において、保険単独分と 28 公費分を分けて請求
しているレセプトが見受けられます。
　記載要領より「同一患者につき、同一医療機関
の保険医が交付した処方箋に関する調剤について
は、一括して１枚の明細書に記載すること」とあ
ることから、公費が発生する場合でも同様となり
ます。２枚に分けて請求した場合重複請求となり、
件数が多い場合でも返戻となりますのでご注意願
います。

医療保険委員会から

委員長　押切　昌子
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学校薬剤師部会から

部会長　畑澤　昌美

　岩手県薬剤師会では以前から職種部会の会計が
税務上別会計となっていることを指摘されており、
２年前には保険薬局部会の会計を本体の会計に組
み入れました。
　学校薬剤師部会では今までの部会規則が「旧岩
手県学校薬剤師会の規則」を継承していたことで、
岩手県薬剤師会の規則との間に齟齬が生じており、
このたび、令和 5年度から学校薬剤師部会の会計
を県薬本体の会計に組み入れること、学校薬剤師
部会規則の改定、令和 5年度予算について、昨年
12 月に臨時総会（書面）を開催し、賛成多数で
可決し、本年 1月の理事会にて承認されました。
　このことから、今年度 57 期学校薬剤師部会総
会を開催いたしましたが、来年度からは県薬剤師
会総会にて学薬活動や会計関係の報告などが行わ
れることになります。
　また、学校環境衛生検査全項目実施に向けて、
検査方法や検査機器の取り扱いなどを研修会で解
説し、実施に役立てて頂こうと計画しています。
　本来、各学校や教育委員会などで、検査機器を
整備していただくものですが、地域によって未整
備なところもあり、当面は当部会でも必要とされ
る検査機器を用意し、地域へ貸出できるよう、貸
出規定等を作成し、令和 5年 4月 1日から実施出
来るよう近日中に県薬ホームページ「学校薬剤師」
のバナーに掲載予定です。
　12 月 10 日（土）に開催（Web）しました本部
会の研修会（学校薬剤師活動について・有機化合
物検査の実際）は録画し、資料とともに県薬ホー
ムページへ掲載しております。「会員ログイン」
して頂き「学校薬剤師」のバナーをクリックして
いただきますと、一番上に「研修会」が表示され
ます。動画はユーチューブで項目ごとに視聴でき
ますので、是非ご覧頂き活用していただきますよ
う、お願いいたします。新しく学校薬剤師になら
れた方や薬学部の実習生に参考として頂こうと、
本研修会の前半で学校薬剤師活動に係る基礎的な

お話をいたしました。このことは今後の研修会で
も継続してお伝えしたいと思います。また環境衛
生検査の意義や実際の検査方法などに関しても継
続して開催し、資料とともに動画も掲載予定です
ので、実際の検査前にご覧いただき、検査方法の
確認などにお使いください。
　昨年 11 月 10 日に盛岡で全国学校薬剤師大会を
開催する予定でした。残念ながら新型コロナウイ
ルス感染拡大防止の観点から中止になりました
が、本来その場で「令和 4年度日本薬剤師会学校
薬剤師活動協力者感謝状」の贈呈が行われる予定
でした。今回は地元開催ということで、県内から
4名の先生を推薦させていただき、受賞が決定し
ました。

令和 4年度日本薬剤師会
学校薬剤師活動協力者感謝状贈呈者

　　・及川　なつき（おいかわ　なつき）
　　　八幡平市立平舘小学校養護教諭
　　・菅野　由紀子（かんの　ゆきこ）
　　　岩手県立平舘高等学校養護教諭
　　・栃内　裕子（とちない　ゆうこ）
　　　花巻市立湯口中学校養護教諭
　　・永井　悦子（ながい　えつこ）
　　　二戸市立福岡小学校養護教諭

　4名の先生方へは現在の勤務校へ直接県薬役員
が伺い、校長室にて贈呈させていただきしました。
　受賞者本人はもちろんですが、校長先生にも大
変喜んでいただき、学校薬剤師活動について常に
お世話になっている養護の先生と校長先生に感謝
の意味を込めて今後も県内の先生を推薦したいと
思いました。
　来年度も各支部長へ推薦依頼をいたしますので、
よろしくお願いいたします。

部会の動き
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花巻市立湯口中学校（左から）
畑澤　博巳　県薬会長
栃内　裕子　養護教諭（受賞者）
澤口　良夫　校長

二戸市立福岡小学校（後列左から）
金澤　悟　　二戸薬剤師会長
金澤　貴子　県薬副会長
佐藤　純子　校長
永井　悦子　養護教諭（受賞者）
生田　弘子　学校薬剤師

岩手県立平舘高等学校（左から）
畑澤　昌美
田川　恵　　　学校薬剤師
菅野　由紀子　養護教諭（受賞者）
北島　亨　　　校長

八幡平市立平舘小学校（左から）
畑澤　昌美
及川　なつき　養護教諭（受賞者）
佐々木　哲　　校長
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地域薬剤師会の動き

盛　岡　薬　剤　師　会

会長　佐々木　俊

　令和４年度、盛岡薬剤師会の第一の目標は、活
動の『見える化』です。
　課題だった会員および薬局のメール登録がほぼ
終了し、素早く施策や情報等の連絡を行えるよう
になりました。更に毎月発行の盛岡薬剤師会通信
でタイムリーな情報共有を行っています。行政と
の会議では必ず薬剤師としての意見を出すように
していますし、今までに無い組織との関わりも積
極的に行っています。では今年度の活動報告をい
たします。

１．情報のＩＣＴ化や広報活動の強化
　各種案内の伝達手段をメールへ移行、役員会
をリモート会議（ハイブリッド）で実施した。
また、今期より毎月の会報誌の発行を通じて最
新の情報を会員に発信している。いわての子育
て広報誌『ｆａｍ』に正しい薬の飲み方につい
ての記事を掲載した。

２．令和 4年度新型コロナウイルス感染症ワクチ
ン集団接種支援

業務内容：ワクチン調製業務
会場：SGプラザ、タカヤアリーナ
支援期間：2022 年 4 月 2 日～ 12 月 25 日、
依頼日数：55 日、コマ数（1 コマ / 半日）：78
コマ
延べ派遣人数：174 名

３．地域包括ケアシステムの構築における多職種
連携

　盛岡市地域ケアマネジメント会議、滝沢市地
域ケアマネジメント会議、滝沢北部ケアマネジ
メント会議、八幡平市地域ケアマネジメント会
議、岩手町地域ケアマネジメント会議（自立支
援型）に会員を派遣した。

４．多職種との交流
　今年度は盛岡市歯科医師会、盛岡地区・岩手
地区介護支援専門員協議会との合同会議を実施
した。三団体ワーキンググループを設置し、「か

かりつけ歯科・歯科医」「かかりつけ薬局・薬
剤師」「担当ケアマネジャー」がもっと『見え
る化』され、患者さんにとってより有益な地域
包括ケアを実施していくための事業を考案中。
５．連携先との協力体制の構築
　『もりおか女性センター』や『にんしん SOS
いわて』といった団体の広報活動に協力。薬局
のハブ機能強化に向けて連携先との関係構築に
繋がった。
６．盛岡市デジタル技術実証実験
　ＡＰＴＥＣＨ社と協力し、健康アプリ『ＨＡ
ＣＨＩ』とアップルウオッチを使った健康管理
を実施した。被験者は 6名。
７．研修会
　今年度は 12 回リモートで開催した（うち 2
回は岩手県病院薬剤師会との合同）。3月にあ
と 1回開催予定あり。残念ながら、集合形式の
研修会は一度も開催できなかった。
８．講師派遣
　「薬物乱用防止啓発講座」への講師派遣

93 講座
　「みんなの薬の学校」への講師派遣　　 9講座
　その他　　　　　　　　　　　　　　　 6講座
９．薬と健康の週間事業について
　今年度は、10 月 17 日から 10 月 23 日の期間、
各保険薬局内で啓発ポスター掲示、冊子配置、
薬についての相談などの活動をした。
10．自殺対策事業
　自殺予防の研修会共催、ゲートキーパー養成
研修会 2回、自殺予防月間に保険薬局において
自殺予防のリーフレットを配布。3月の自殺対
策強化月間に合わせて会報誌の特別号を発行、
会員への周知を徹底した。
11．禁煙事業
　盛岡市保健所と共催で研修会、禁煙チャレン
ジを開催した。
　協力薬局 29 件、チャレンジャー 26 名。禁煙
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達成率は 42％でした。
12．休日当番薬局
　休日当番薬局の実施に加え、その実施報告を
リアルタイムで会員薬局に周知することを今期
より開始した。それにより直近の処方箋枚数の
傾向や流行している疾患の把握などが可能とな
り、以後に控える休日当番薬局の前準備に役
立っている。現在は盛岡市のみの実施だが、順
次ほかの市町にも拡大予定である。また、年末
には盛岡市医師会と協力し、発熱対応の当番医・
当番薬局の臨時開設も行った。

13．災害訓練
　12 月 13 日（火）および 3 月 10 日（金）に
非常時・災害時連絡網を使用した訓練を実施し
た。今回は電話をつなぐばかりではなく、連絡

網に併記された google フォームのリンクのＱ
Ｒコードにアクセスし、そこから被害状況を報
告してもらうという新しい試みも合わせて実施
した。
14．実務実習受け入れ体制への協力
　薬学教育６年制過程における長期実務実習中
の学生を盛岡市夜間急患診療所での見学実習で
受け入れるため、指導薬剤師と日程を調整し実
施。
15．冬季国体でのアンチ・ドーピング相談対応
　2月に八幡平市で開催された冬季国体（いわ
て八幡平 白銀国体）のアンチ・ドーピングに
関する相談対応について、会報誌の特別号を発
行し対応方法の周知を実施した。事務局への問
い合わせは 2件であった。

1

Ｍ

盛岡薬剤師会通信

２０２３年２月特別号 （岩手冬季国体号外）

【発行元】 盛岡薬剤師会

【会長】 佐々木 俊

【広報委員会】 委員長：髙野 浩史

委員：藤田 真澄、鷹觜 直佑、岡沼 宇宙

担当副会長：野舘 敬直

≪いわて八幡平 白銀国体 がいよいよ開幕です！！≫

今週 2/17（金）～2/20（月）まで、八幡平市を舞台に特別国民体育大会冬季大会スキー競技会（いわて八幡平 白銀

国体）が開催されます。

大会参加者は八幡平市のみならず、盛岡市を含む近隣の市町にも宿泊されるとのことより、万が一の体調不良時な

どは皆様の薬局を利用されることが予想されます。国体ではドーピング検査が実施される可能性がありますので、選手

や関係者がご来局時の医薬品等の販売対応には十分にご留意ください。

もし、選手や関係者が来局してドーピング禁止物質かどうか尋ねられた際には、

● アンチ・ドーピングガイドブック２０２２ （作成：日本薬剤師会）

● global DRO https://www.globaldro.com/JP/search

を参考にして、判断するようにしてください。

アンチ・ドーピングガイドブックにつきましては、まだ２０２３年版は発行されていませんが日本国内で一般的に流通して

いる医薬品については禁止物質の変更がありませんでしたので、２０２２年発行のものを参考にしていただいて差し支え

ありません。

これらを参考にしても回答や判断に迷う際には、自信がないまま安易な回答をすることは避けていただき、以下にお問

い合わせください。

  ● 野舘敬直 （県薬アンチ・ドーピング委員会 地域担当者） ポプラ薬局 電話：019-652-3010 / Fax：019-652-9025

  ● 岩手県薬剤師会 くすりの情報センター  電話：019-653-4591 / Fax：019-653-4592

お問い合わせをいただいてから、回答までにお時間をいただくことがございますのでご了承ください。

また、岩手県薬剤師会ホームページの会員向けページ内にもアンチ・ドーピングに関するページがございます。このペ

ージ内では相談応需した際のフローチャートや、global DRO の検索方法などそれぞれ例示をしながらわかりやすく記載

されております。是非、事前に一度お目通しください。

選手たちが夢の舞台で最高のパフォーマンスを発揮できるよう、応援・サポートのほどよろしくお願いいたします。

（文責・野舘 敬直）

盛岡薬剤師会

【事務局】 〒020-0876 岩手県盛岡市馬場町 3-12

TEL : 019-651-0700 / FAX : 019-651-0703 / E-mail : moriyaku@bz01.plala.or.jp



27

薬

連

薬連だより

本田あきこオレンジ日記

参議院議員・薬剤師　本田　顕子

日々の歴史をつくるのは、、、。

　ドイツの哲学者ニーチェは多くの名言を残しました。
　そのひとつ、
　「日々の歴史をつくる」。
　私が研修会などで薬剤師の「いま」に至る道のりを話すときに紹介する言葉です。

　歴史は「いま」とは無関係の古めかしいものと思いがちですが、ごく当たり前に過ごす一日一日の中で、
一人ひとりの行動の積み重ねから歴史は創り続けられているということをニーチェは教えています。

　薬剤師の職能や信頼の広がりも、ある一時期に突如としてもたらされたわけではなく、先人による日々
の積み重ねの歴史そのものです。

　2月 26 日に JPL フォーラム 2023（日本薬剤師連盟主催、JPL：Japan Pharmacist Ladies）が 3 年ぶり
にリアル開催され、47 都道府県の女性薬剤師の先生方と直接お目にかかることができました。
　地域でリーダー的な役割を担っていただく女性薬剤師の皆様が集うことで、その日からの歴史づくりが
始まります。
　薬剤師が研鑽を重ね、職能を発揮することが、地域住民の健康増進につながり、地域の発展、そして国
家の活力につながります。
　「いま」を生きる一人ひとりの薬剤師による日々の積み重ねが、近未来の薬剤師の歴史になります。
　皆さま、共に薬剤師の歴史を創ってまいりましょう！
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政
まさゆき

幸だより

参議院議員・薬剤師　神谷　政幸

党大会に参加して

　令和５年２月 26 日（日）、都内ホテルを会場として、第 90 回　自由民主党大会が開催され、私も初め
て参加しました。
　鈴木憲和青年局長と松川るい女性局長の進行で開会され、来賓挨拶、来賓紹介ののち、議長団が選出さ
れ議事に入りました。茂木敏充幹事長による党務報告、小渕優子運動方針案起草委員長による令和５年度
党運動方針（案）の説明が行われ、了承されました。
　続いて表彰の部に入り、優秀党員（400 名）、優秀党組織（91 支部）、友好団体（152 団体）、協力者（52
名）が表彰されました。本部推薦の友好団体として日本薬剤師連盟が表彰され山本信夫会長が参加されて
いました。また、本部推薦の協力者として日本薬剤師連盟の前幹事長で、現在日本薬剤師連盟相談役の岩
本研先生が表彰されました。山本会長、岩本先生には改めましてお祝いを申し上げたいと思います。
　表彰に続き、岸田文雄総裁による総裁演説が行われ、最後に統一地方選挙に向けての各ブロックによる
必勝宣言、これからの全ての選挙の必勝を期しての「勝つぞコール」で閉会となりました。
　ところで、参議院選挙の年の党大会では、公認された候補者が一人ひとり檀上に上がり紹介されます。
平成 31 年の党大会では本田顕子先生が候補者として紹介されたとお聞きしており、その時の模様を本田
先生の選挙用プロモーション動画で拝見したことを思い出します。昨年の党大会においても公認された候
補者の紹介が行われたのですが、やむを得ない事情があり私は参加することができませんでした。とても
残念で悔しかった気持ちを思い起こしながら今回の党大会の席に座っておりました。コロナ禍の早期の終
息を祈っています。
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質問に答えて

Q. ゾコーバ®錠について

岩手県立久慈病院
鎌田　裕也、藤原　和也、佐藤　晋作

○はじめに
　COVID-19 の患者を対象とした経口抗ウイルス
薬ゾコーバ ® （一般名：エンシトレルビルフマル
酸）（以下「エンシトレルビル」）が、令和４年
11 月 22 日に国内で初めて緊急承認され、併せて
日本感染症学会が示している「COVID-19 に対す
る薬物治療の考え方第 15 版」にエンシトレルビ
ルが追記されました。販売開始から令和 5年 2月
現在までの処方数は約 3万例となっています。
　エンシトレルビルが承認されたことにより、現
在日本で COVID-19 に対して治療の適応がある
薬剤は 10 種類となりました。

○治療開始のタイミング
　10 種類ある薬剤はそれぞれ治療開始のタイミ
ングが異なります。（図 -1 参照）
　COVID-19 は、発症後数日はウイルス増殖が、
発症後 7日前後からは宿主免疫による炎症反応が
主病態であると考えられているため、発症早期に
は抗ウイルス薬や中和抗体薬、発症 7日前後以降
の中等症・重症例では抗炎症薬を投与するのが基

本的な考え方となります。
　今回承認されたエンシトレルビルは重症度の高
い患者に対する有効性は検討されていないため、
主に発症から 3日以内の軽症～中等症の患者が対
象となります。

○供給について
　エンシトレルビルは現状、安定供給が難しいこ
とから一般流通は行わず、厚生労働省が所有した
上で医療機関及び薬局からの依頼に基づき、無償
で譲渡することになっています。
　各都道府県は選定した対象機関リストを厚生労
働省に提出し、厚生労働省が本剤の供給を委託し
た製造販売業者が開設する「ゾコーバ ®登録セン
ター」に医療機関、薬局毎に登録します。
　岩手県では現在 157 の医療機関が登録されてお
り、エンシトレルビルの配分依頼は同センターを
通じて行われています。安定的な供給が難しいこ
とから、必要以上の配分依頼、在庫の確保、対象
機関以外からの配分依頼及び投与対象者以外への
投与は極力控える必要があります。

図 -1　COVID-19 の重症度と治療の考え方（日本感染症学会参照）
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○処方の流れ（図 -2 参照）
　SARS-CoV-2 の感染を確認したら、適格性情報
チェックリスト（図 -3 参照）を用いて適格性の
確認を行います。適格性情報チェックリストは、
院外処方の場合は必ず使用する必要があり、確認
後患者の同意を得て患者が希望する薬局に FAX
等で送付します。院内処方の場合は必須ではあり
ませんが、適格性情報チェックリストの患者情報・
適格性情報に記載されている項目については確認
が必要です。エンシトレルビル服用に適した患者
であることを確認したら、患者同意説明文書を用
いて同意・署名を取得し、処方箋発行となります。
院外処方の場合、処方箋は適格性情報チェックリ
ストと併せて薬局に送付します。

　医療機関から処方箋の送付を受けた薬局は、適
格性情報チェックリストが添付されていることを
確認し、医療機関・処方医情報と患者情報・適格
性情報の入力内容に不備がないことを確認しま
す。不備がある場合は、処方医に確認します。塩
野義製薬株式会社ゾコーバ ®登録センターに、当
該医療機関情報及び当該患者情報及び適格性情報
を登録します。医療機関から処方箋原本を入手す
るまでの間は FAX等により送付された処方箋情
報を処方箋とみなして調剤を行います。

図 -2　ゾコーバ ®錠処方の流れ（ゾコーバ ®錠のご使用にあたって参照）
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○作用機序
　SARS-CoV-2 遺伝子にコードされる複合タンパ
ク質のプロセシング及びウイルス複製に必須であ
る 3C-like（3CL）プロテアーゼを阻害し、ポリ
タンパク質の切断を阻止することで SARS-CoV-2
の複製を抑制する。

○用法（125mg/ 錠）
　12 歳以上の小児及び成人： エンシトレルビル
として 1 日目は 375mg を、2 日目から 5 日目は
125mg を 1 日 1 回投与　（重症度の高い患者に対
する有効性は確立していない。中等度Ⅱ以上）

○副作用
・5％以上：HDLコレステロール低下
・1～ 5％未満：トリグリセリド上昇、ビリルビ
ン上昇、血中コレステロール低下
・1％未満：発疹、悪心、嘔吐、下痢、腹部不快感、
頭痛、脂質異常症、血清鉄上昇
・頻度不明：そう痒

○禁忌
・腎機能又は肝機能障害のある患者でコルヒチン
投与中の患者
・妊婦または妊娠している可能性のある女性（生
殖発生毒性試験において催奇形性が認められてい
るとRMPに記載あり）
・【併用できない薬】（表 -1）を服用中の患者
　（服用中全ての薬剤を確認する必要がある）

○投与時の注意点
1）感染症の症状が発現してから遅くとも 72 時間
以内に初回投与すること。
2）授乳婦は授乳しないことが望ましい。
3）軽度、中等度腎機能障害患者において用量調
節は不要。重度腎機能障害患者を対象とした臨床
試験は実施していないため、治療上の有益性が上
回ると判断される場合にのみ投与を考慮するこ
と。
4） 軽度肝機能障害患者において用量調節は不要。
中等度肝機能障害患者においては治療上の有益性
が上回ると判断される場合にのみ投与を考慮
すること。

○最後に
　エンシトレルビルは緊急承認された薬品であ
り、有効性・安全性に係る情報が限られています。
重症化リスク因子のない軽症例の多くは自然に改
善することが多いため、対症療法で経過を見るな
ど症状を考慮した上で投与を判断する必要があり
ます。

参考文献
1） COVID-19 に対する薬物治療の考え方第 15 版
2） ゾコーバ ®錠添付文書
3） ゾコーバ ®錠のご使用にあたって

表 -1　【併用できない薬】（同意説明文書参照）
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図 -3　適格性情報チェックリスト
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コロナ禍の取り組み

二　戸　薬　剤　師　会

会長　金澤　悟

　コロナ禍においては、会員へ「コロナワクチン
接種」のお願いや、こまめな手の消毒、帰宅時の
手洗いや嗽、鼻をかむことなどをよく話しており
ました。暫くの間、感染者の声を聴かないでいま
した。それまで二戸薬剤師会としても、大人数で
の集会や講演会、勉強会などの行事全て中止と
いった状況にありました。その後、オミクロン変
異ウイルスなどの変異株の影響がジワリジワリと
広がり、感染者も多くなってしまった感じを受け
ました。さらに、様々な事業展開の中止も決断し
ていかなくてはいけない環境になっていました。
　そんな環境下でも、薬剤師会の事業を展開しな
ければいけませんでした。そんな時、二戸市の保
健師さんから相談を受けました。「何とか、特定
検診受診率を上げていきたいが相談に乗ってくれ
ないか」といった内容でした。一般市民向けの講
座を開催することは困難な状態でしたので、各薬
局の店舗において「国保」の患者さんへ、「特定
検診受診勧奨活動」を行うような活動は出来ない
かと考え、二戸市と協議をしてきました。「なぜ、
特定検診受診者が伸びないのか」。その答えはす
ぐわかりました。「時間がない」「都合のいい日程
に受診できない」「いつ、どこで申し込んだらい
いか分からない」「いつも受診した時に採血もし
ているから大丈夫」など、理解できる点もありま
すが、特定検診と通常受診と同じだと勘違いして
いる方が多いことも分かってきました。そこで薬
剤師会として、国保の患者さんに対して「特定検
診は健康診断です。全身の健康管理が大切です」
という説明を、パンフレットを作成して患者さん
方に説明する事業を展開することになりました。
二戸市内に限定した活動でした。各薬局で地道に
ご案内させて頂いた所、昨年度に比較して、新規
で特定検診を受けられた方が 9～ 12 名いたこと
が分かりました。患者さん方の勘違いに気付いて
頂く他に、全身の健康管理における臨床の値にも
興味を持って頂く説明も行いました。まだまだ継

続した活動が必要ですが、健康意識をさらに持っ
て頂く様に、二戸圏域でも展開して行きたいと
思っています。
　その他の事業として「県立一戸病院認知症疾患
医療センター」の紹介もコロナ禍の取り組み事業
として展開することになりました。まず、「県立
一戸病院認知症疾患医療センター」の紹介を、認
知症薬剤を服用している患者さんの付添人の方に
紹介することから始めました。「ご家族の方が認
知症になり、どんなことを誰に相談したらいいか
など」について悩んでしまったら、「県立一戸病
院認知症疾患医療センターに電話してみましょ
う」と言った活動です。多くの患者さんに出会う
訳ではありませんが、保険薬局から声を掛けられ
れば「県立一戸病院認知症疾患医療センター」の
認知度が上がります。調査報告によると、5名ほ
どの方から電話相談があり、そのうち 2名の方が
相談することとなり、1名の方が入院になったと
伺っています。今後も、地道な活動を続けて行き
たいと思います。
　それぞれの展開パンフレットを添付いたします。
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岩　手　県　薬　剤　師　会

専務理事　熊谷　明知

　新型コロナウイルスの感染拡大は、医療機関や
薬局の現場にも様々な影響をもたらした。
　薬局では、医療機関と同様に、感染防止に最大
限配慮しながら業務を行っており、勤務する薬剤
師等は、その緊張感から、精神的に大きなストレ
スを常に抱えながら業務を継続している。このよ
うな状況下においても、各薬局では、必要な医薬
品等の供給が途切れることのないよう、できうる
限りの感染対策を行いながら、患者対応を行って
いる。
　当会では、会員への情報提供をはじめとする支
援を行うとともに、以下のような取り組みを行っ
ている。

１．県民に対する感染対策の周知
　県民に対し、新型コロナウイル関連の情報
や感染対策に関する情報を当会ホームページ
に掲載し、周知・啓発に努めている。

２．薬剤師への情報提供
　国や県、日本薬剤師会等が発出する、新型
コロナウイルス感染症に伴う医療・薬事・医
療保険・介護保険・学校薬剤師業務に関わる
事務連絡等を当会ホームページに掲載し、情
報発信している。

３．Ｗｅｂを活用した会議・研修会の開催
　三密を避ける等の感染リスクを抑える機運
が高まり、これまで当たり前であった参集に
よる会議・研修会の開催が難しくなったこと
から、全国的にオンライン化が進んだ。当会
においても、環境を整備し、会務・事業を進
めている。

４． 県内薬局に対するマスクの供給や消毒用アル
コールの優先供給の支援
　新型コロナウイルス関連で最初に問題と
なったのは、マスクと消毒薬の不足であった。
医療機関や薬局においても、勤務する薬剤師
等の使用分についても必要量が納入されない

状況に陥った。そこで、令和２年２月に厚生
労働省は、販売する各団体・機関に対し、マ
スク・消毒薬等の過剰な発注の抑制、販売量
の制限、転売目的の購入抑止の呼びかけ等、
安定供給への協力を求め、さらに、３月には
マスクの転売規制が措置され、４月には適正
価格販売への配慮が求められた。
　そのような状況を受けて、当会では、岩手
県と連携し、国から供給されたマスクを県内
薬局に、令和２年３月末から６月末にかけて、
５回にわたって配送し、最前線で業務を行う
薬局従事者にマスクを提供した。
　また、国が実施する消毒用エタノールの優
先供給に関して、県内薬局に対して、需給調
査及び情報提供を行い、必要量の消毒用エタ
ノールの確保に繋げた。

５． 電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・
特例的な取扱い（いわゆる「0410 事務連絡」
について）
　厚生労働省は、新型コロナウイルスの感染
拡大を防止する観点から、慢性疾患等を有す
る定期受診患者等が継続的な医療・投薬を必
要とする場合に、電話や情報通信機器を用い
た診療によりファクシミリ等による処方箋情
報の送付等の対応が必要なケースがあること
から、その取扱いに関する留意点が示され、
薬局での服薬指導は電話や情報通信機器を用
いて行うこととしても差し支えないとする、
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際して
の電話や情報通信機器を用いた診療等の時限
的・特例的な取扱いについて」（令和２年４
月 10 日厚生労働省医政局医事課、医薬・生
活衛生局総務課事務連絡。以下、「0410 事務
連絡」という。）を発出し、電話等に受診や
服薬指導等を可能とした。
　これに合わせて、0410 事務連絡に基づく
調剤及び電話等による服薬指導等を行った場
合に患者宅等に薬剤を配送する費用を補助す
る「薬局における薬剤交付支援事業」につい
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て、都道府県薬剤師会を事業主体として実施
することとなり、岩手県においては当会が受
託して実施した（本事業は令和３年度まで延
長となり、令和４年度は、「薬局における自
宅療養等の患者に対する薬剤交付支援事業」
として実施）。

６．新型コロナウイルスワクチン接種体制
　ワクチン接種が始まった令和３年、日本薬
剤師会及び薬剤師国会議員の働きかけによ
り、新型コロナウイルス感染症ワクチンの優
先接種の対象として、「医療従事者の範囲と
して病院・診療所に勤務する薬剤師」に加え、
「薬局において患者に頻繁に接する機会のあ
る薬剤師、その他の職員」が明記された。医
療従事者等の優先接種にあたっては、県や岩
手県医師会と連携し、接種希望者の調査や接
種券の発送業務を担った。
　また、県民へのワクチン接種にあたっては、
速やかな接種体制の構築が急務とされたるこ
とから、行政及び医師会からの要請を受け、
県内地域薬剤師会が積極的に協力した。県内
全域で、集団接種・個別接種の形態に関わら
ず、接種場所での予診票の確認や接種後の経
過観察に加えて、極めて慎重な取り扱いを要
するmRNAワクチンの調製とシリンジへの
充填業務等に協力しており、その活動は多方
面から高く評価されている。

７． 医療用抗原定性検査キットの薬局における取
扱い
　令和３年９月、新型コロナウイルス感染症
流行下において特例的に、薬局で新型コロナ
ウイルス感染症に係る医療用抗原検査キット
を、使用者（同居家族等を含む）に対して販
売可能とすること並びにその留意事項に関す
る厚生労働省事務連絡を発出され、これによ
り、県内においても多くの薬局で、必要な方
に販売するようになった。
　また、同年 12 月には、新型コロナウイル
ス感染症対策と日常生活回復の両立を図るた
め、ワクチン検査パッケージ・対象者全員検
査を活用したイベント、店舗、旅行・帰省等
を利用する際や、感染拡大時に感染に不安を

感じる方が受けるＰＣＲ検査等を無料で実施
（検査費用を補助）する事業が始まり、県内
各地で対応いただいている（令和５年２月時
点）。

８． 新型コロナウイルス感染症の経口抗ウイルス
薬の提供体制
　令和３年 12 月、新型コロナウイルス感染
症の患者を対象とした経口抗ウイルス薬「モ
ルヌピラビル」が特例承認された。しかし、
当面、安定的な供給が難しいことから、厚生
労働省がその所有権を有した上で、あらかじ
め都道府県においてリスト化された対応薬局
に配分されることになった。これを受け、当
会では、地域薬剤師会から各地域の実情をう
かがい、その内容を県に情報提供し、それを
受け、各圏域に対応薬局が指定され、必要な
患者に経口抗ウイルス薬が提供された（安定
供給が可能となり、令和４年８月に薬価収載
された）。
　その後に特例承認された「ニルマトレルビ
ル／リトナビル」「エンシトレルビル フマル
酸」についても、県と連携し、提供体制を整
えている。

９．その他
　薬局や医療機関では、感染の可能性のある
患者等と接する機会が多いことから、岩手医
科大学附属病院感染制御部副部長の小野寺 
直人氏を講師に迎え、研修（非常時・災害対
策に関する研修会）を実施している。
・令和２年度
「薬局における感染予防対策、標準防護具
の取扱いについて」
・令和３年度
「新型コロナウイルスについて　薬剤師が
知っておきたいCOVID19」
・令和４年度
「薬剤師の視点から考える、これからの
COVID-19 対策」
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リレーエッセイ

好きなものベスト１０
奥州薬剤師会　武田　俊介

第１０位　山
山はいい。嘘をつかないから。

第９位　海
海はいい。大きいから。青いし。しょっぱい。

第８位　フルーチェ
フルーチェは好き。美味しいところと味がいっぱいあるところ。牛乳に混ぜて作るのがいい。
牛乳がいい。牛乳が好き、一番。

第７位　お金
何でも買えるから好き。色もきれい。お札は財布にちょうど入る大きさ。すごい。

第６位　馬刺し
美味しい。赤身が好き。霜降りも好き。一緒にネギを巻いて食べるともっと好き。

第５位　たこ焼き
丸いのに美味しいからびっくりする。たこが入っているからたこ焼きって言うんだね。

もうすぐベスト１０

第１３位　電話
遠くの人と話せるので便利。今は電話で動画を見たり写真が取れたりできると聞きました、電
話で。

第１２位　道
道があると歩きやすいから好き。獣道は歩きづらいからあまり好きではない。

第１１位　修正テープ（液）
字を間違えたときに修正できるから便利。初めて使ったときはびっくりした。

第４位　温泉
温泉は熱い温泉とぬるい温泉とちょうどいい温泉があるから好き。この前コラムで見た気がす
る。サウナもついていたら尚うれしい。

第３位　車
車は好き。早くて大きいから。スイスポのチョイスはナイス。

第２位　お水
お水は硬水と軟水があってどっちも好き。透明だし、熱を加えるとお湯になります。

第１位
仕事。やりがいを感じながら働かせていただています。

次回は気仙薬剤師会の 工藤　拓也 先生にお願いしました。
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話 題 の ひ ろ ば

保険薬局　匿名
　一般商材の物流企業に従事している人に、なぜ
医療用医薬品が長期に渡り供給不安に陥ったの
か原因追及してもらえば、10 人いればほぼ全員、
リアルタイムで販売動向を把握できない状況だか
ら長引いたと答えるだろう。
　普段は卸売業の出庫データがその代わりをして
いたが、イレギュラーな状況では役に立たない。
荒海の波の中で普段と同じ場所に魚が居るとは限
らないのに、人は過去の経験に頼ってしまうもの
なのだ。
　今回の件を今後の糧とするならば、是非リアル
タイムな医薬品処方情報を整備して製造現場や卸
業者の在庫管理に役立ててもらいたい。
　老婆心ながらリアルタイム処方情報が入手可能
な電子処方箋データ整備費用は、むしろ製造業や
卸売業には数千万円単位の恩恵がある。有用ビッ
グデータとして加工販売して医療機関や薬局の負
担、そしてインフラ整備する国の負担も軽減して
もらいたいものである。

♪　♪　♪　♪　♪

気仙中央薬局　金野良則
　後発医薬品をはじめとした医薬品流通の問題
は、新型コロナの流行とほぼ同じくらいの長期間
にわたっています。薬剤師法の第 1条にも「医薬
品の供給」が掲げられていますが、現状の流通環
境における「安定供給」は現場の努力だけではど
うしようもなく、「出荷調整」「出荷停止」という
言葉に日々腹立たしく過ごしています。
　｢モノから人へ」と言われている時代に逆行し
て『モノとしての医薬品の手配に多くの時間を費
やしている』現状に怒りすら覚えているのは私だ
けではないと思います。
　薬を扱う我々は少ならからず「同じものだから
大丈夫」と言いますが、名前や見た目が変わるこ
とで不安に感じる患者は少なくありません。
　国が医療費抑制のため、度重なる薬価改定を行
い、製薬企業の運用が苦しくなれば更に流通に対
する悪影響が及ぶことも考えられます。国として、

今回の医薬品供給に関する問題の仕組みを検証
し、同様のことが起こらないような医薬品供給の
仕組みを構築してほしいと切に願いますし、その
ために薬剤師会としても現場の声を国に届けるよ
うな考えを持って取り組みをすべきと考えます。

♪　♪　♪　♪　♪

薬剤師歴〇〇年・Ｔ
　医薬品の供給問題では皆さん頭を抱えているの
ではないでしょうか？長年薬剤師をやっています
が、ここまで医薬品の供給が滞る状況はかつて経
験がありません。病院や薬局は患者さんの対応に、
卸は出荷調整中の医薬品の確保に多大な時間と労
力を費やし…薬業界はかなり疲弊していると感じ
ます。1社で出荷が滞ると同種同効薬は次々と出
荷調整。発注から数ヶ月経っても納入されない商
品は 1つや 2つではありません。新型コロナウイ
ルスに翻弄させられた日々には明るい兆しが見え
始めましたが、供給問題はいつになったら収束す
るのでしょうか。国には製薬メーカーに対し、安
定供給のための製造ラインの見直しを働きかけて
いただきたいと切に願います。
　このような状況下ですが、鎮痛剤や鎮咳剤等、
医療用医薬品では不足しているもののＯＴＣでは
流通しているものもあります。この機会にセルフ
メディケーションが促進される可能性も大いにあ
りますので、薬剤師の本領を発揮し「自分の健康
は自分で守る」と考える方を１人でも増やす事が
できればと考えています。

♪　♪　♪　♪　♪

病院診療所　匿名
　昨年末のネットニュースで「後発医薬品の使
用割合を都道府県別に見ると東京・愛知・兵庫
も 80％以上を超え 80％未達成は 13 府県になっ
た。」との話題がありました。国が医療費抑制の
ために後発医薬品の使用促進を勧めるのは良いの
ですが、後発メーカーの不祥事で薬品が供給停止
となっても安定供給させる手段が曖昧ななか、そ
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テーマ：医薬品の供給問題に思うこと

の煽りを受け易いのは使用割合の大きな県、全
国 3位の岩手県もそうです。品質管理を後回しに
してM＆Aや薄利多売方式に走った一部の後発
メーカーが一番悪いのですが、医療費抑制のため
に 2000 年代から国が強力に勧めてきた使用目標
の設定や後発メーカーの承認体制の不備も影響し
てると思います。
　最近では、連絡なくN社からの供給が不安定
になり止む無く供給可能な先発薬品を購入（買え
るだけましですが）する事が多いです。原料不
足による供給停止もありN社を含めて事業再生
ADR（法的な保護と再生）で早く供給が安定す
ることを望みます。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　翔輝
　未だ終わりの見えない供給問題に常に頭を抱え
ている状況が続いている。各地のメーカーで製造
工程の問題が見つかり、幅広い種類の医薬品の出
荷が次々に止まった。行政処分を受けた会社の薬
は出荷されなくなるが、医療全体でのニーズは変
わらない。結果しわ寄せがほかの会社に行き、出
荷調整の嵐。今回は守るべきルールを破ってし
まった事が原因であり、私自身も他人事ではなく
改めて見つめ直すこともあるのではないかと思っ
た。効率を求めたり、動きやすい環境にする為に
独自のルールを作って動く事もあると思う。しか
しここで守るべき基本のルールに反した行動を取
るといざという時に信用も失い、求めていた成果
も逃してしまう。崩れ去ってしまったものをもう
一度手に入れる事は果てしない時間と労力を使
う。「適切な管理と環境の下」が大前提である事
を再認識し、その中でやれることを見つけるべき
だと今回の一件で身の引き締まる思いとなってい
る。

♪　♪　♪　♪　♪

保険薬局　匿名
　新型コロナウイルス感染、ロシアとウクライナ
の戦争、製薬会社の自主回収、業務停止処分など
様々な要因が複雑に絡み合い、供給がいつ回復す
るのか見通しが出来ない状態です。近年では大手
ドラッグストアなどの新規保険薬局の開局増加が
それに伴い、出荷調整による新規採用不可で患者
様が来局しても不足を出してしまうことがありま
した。中には近隣の薬局を希望する新規患者様も
見受けられます。そういった患者様への医薬品の
供給が困難であるのが現状です。その度にメー
カー変更、先発医薬品への切替を納得して頂くよ
う丁寧な説明を心掛けています。また少しでも患
者様の手元に医薬品が渡るよう近隣の薬局へご紹
介をすることもありました。まさに今、近隣の薬
局、病院との地域連携をとり医薬品の情報共有を
行っていくことが必要と思います。その分、今ま
で以上に薬剤師への負担は大きくなると考えられ
ます。ここが薬剤師の正念場なのかなと思います。

　次号の「話題のひろば」のテーマは、

『記憶に残ったスポーツの名場面』
です。

ご意見は県薬事務局へFAXかE-メールで。

投稿について
＊ご意見の掲載に当り記銘について下記項目
　からお選び、原稿と一緒にお知らせくだ
　さい。
⑴　記銘について
　①フルネームで　　②イニシャルで
　③匿名　　　　　　④ペンネームで
⑵　所属について
　①保険薬局　　　　②病院診療所
　③一般販売業　　　④卸売販売業
　⑤ＭＲ　　　　　　⑥行政
　⑦教育・研究　　　⑧その他
＊誌面の関係で掲載できない場合のあること
　をご了承ください。
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職場紹介

金田一薬局（二戸薬剤師会）

　初めまして、（株）ライブリー　金田一薬局です。

　金田一薬局は二戸市の金田一地区に、平成 31

年 2 月に開局致しました。

　開局当初から薬剤師 1名事務員 3名で、現在も

変わらぬスタッフが地域に親しまれる薬局を目指

して取り組んでいます。

　二戸市をよくご存じない方も多いと思いますの

で、少しだけ紹介いたします。二戸市は岩手県の

北部に位置し、人口約 25,000 人の自然豊かな街

です。春は桜が舞い、夏には蛍が舞う。秋は紅葉

が舞い、冬は雪が舞う、日本昔話に登場するよう

な街です。

　市が設定する将来のまちづくりの拠点となる３

地区の１つに金田一温泉があり、金田一薬局はそ

の温泉街の入り口に立地しています。

　二戸地域は他の職種の方と顔を合わせて話をす

る機会が度々あります。そのため、多職種との連

携もとてもスムーズだと思います。

　コロナ禍の影響でここ数年は控えていますが、

以前は地域の健康教室で出前講座をしたり、市主

催の健康フェスティバルにも企画から参加した

り、健康づくりのお手伝いをさせて頂いて来まし

た。

　これからもお薬の調剤、居宅訪問、健康相談に、

時には雑談話も交え、誰もが気軽に薬局に来られ

る雰囲気づくりを心がけていきたいと思います。

　金田一温泉郷では、様々の工夫を凝らしてイベ

ントも開催しております。疲れた体や心を癒した

いと思った方は、静かな金田一温泉に入りに来て

みませんか。ひょっとしたら、座敷わらしに会え

るかもしれません。

〒 028-5711 二戸市金田一字馬場 150

TEL:0195-26-8880 FAX:0195-26-8881
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おおぞら薬局松倉店（釜石薬剤師会）

　はじめまして。おおぞら薬局松倉店です。

　令和 3年 7月 1日に釜石市にありますおおぞら

薬局の 2店舗目として開局しました。薬局の場所

は釜石市甲子町にある釜石市球技場のすぐ近くに

位置しており、毎日筋肉隆々なラガーマンたちが

歩いているのを見かけることができます。

　主に近隣の整形外科の処方箋を応需しており、

開局時間は月曜日から金曜日の 9時から 18 時ま

でで、現在は薬剤師 1名、事務員 2名で明るく元

気に対応しております。

　薬局のすぐ目の前には美味しいピザとクレープ

のテイクアウト専門店があり、毎週金曜日はス

タッフみんなでクレープを食べ、日頃の疲れを癒

しております。

　OTC医薬品の販売はもちろんのこと、整形外

科を受診された患者様向けにカルシウムを多く含

んだウエハースやおかきの販売などに力を入れて

おり、少しでも患者様のお役に立てるよう日々試

行錯誤しながら仕事をしております。

　また、地域住民の方々の健康増進のお役に立て

るよう今後は健康相談やお薬相談などを積極的に

行っていき、地域の方々に信頼され選ばれるよう

な薬局づくりを目指していきたいと考えておりま

すので、今後ともよろしくお願いいたします。

〒 026-0055 釜石市甲子町 10-159-209
TEL:0193-27-7680 FAX:0193-27-7681
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会員の動き

会員の動き（令和5年1月1日～令和5年2月28日)

☆県薬（および日薬・地域薬剤師会）への入会・退会・変更について
県薬の薬剤師向けウェブページにExcel 書式・手書き用 pdf 書式を掲載しております。
Excel ファイルに入力後（またはダウンロード後にファイルを開いて入力後）、名前を付けて保存し、
メール添付送信、または印刷したものをFAX送信、郵送してください。
Excel 書式 pdf 書式を使用出来ない場合には書式を郵送いたしますので、事務局までご連絡ください。
登録事項に変更が生じた場合、お早めに書類を提出していただくようお願いいたします。

（₁月　入会）

地域 業
態

氏　　　名 出 身 校
勤　務　先 〒 勤  務  先  住  所 勤務先TEL 勤務先 FAX 卒業年度

盛岡 6 大　屋　　　茜 岩手医科
エイシン薬局 020-0121 盛岡市月が丘二丁目5-21 019-641-0454 019-601-9292 H29

盛岡 4 鈴　木　雄　也 東北大
こすもす薬局 020-0824 盛岡市三本柳5-37-2 019-614-2050 019-614-2051 H17

盛岡 6 山　影　かん菜 岩手医科
本宮センター薬局 020-0857 盛岡市北飯岡1丁目2-71 019-656-5867 019-656-5868 H28

一関 6 千　田　泰太郎 岩手医科
あすか薬局 029-4102 西磐井郡平泉町平泉志羅山7-10 0191-34-1150 0191-34-1151 H25

久慈 7 竹　澤　信　也 岩手医科
岩手県立久慈病院 028-8040 久慈市旭町10-1 0194-53-6131 0194-52-2601 R01

二戸 6 小　国　周　平 北薬大
サンケア薬局二戸堀野店 028-6105 二戸市堀野字長地9-12 0195-26-8666 0195-26-8667 H30

（₂月　入会）

地域 業
態

氏　　　名 出 身 校
勤　務　先 〒 勤  務  先  住  所 勤務先TEL 勤務先 FAX 卒業年度

盛岡 6 奥　寺　邦　彦 岩手医科
リープ薬局 020-0066 盛岡市上田1丁目1番35号 019-601-3030 019-605-8282 R01

（₁月　変更） 
地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

盛岡 菅　原　　　崚 勤務先 〒025-0067 花巻市浅沢100-7　花調あさざわ薬局
電話 0198-21-5550 FAX 0198-22-6668

盛岡 藤　原　和　美 勤務先 〒020-0015 盛岡市本町通1丁目9-28　本町薬局
電話 019-652-8200 FAX 019-652-3322

盛岡 工　藤　保　直 勤務先 〒020-0822 盛岡市茶畑二丁目6-14　茶畑薬局
電話 019-622-1800 FAX 019-622-1801

盛岡 中　神　力　嗣 勤務先 〒020-0122 盛岡市みたけ4丁目11番48号　1階　てんとうむし薬局
電話 019-681-9227 FAX 019-681-9228

盛岡 工　藤　美恵子 勤務先 〒028-4132 盛岡市渋民字駅104番地　たくぼく薬局
電話 019-669-5800 FAX 019-683-3500

盛岡 佐々木　真紀子 勤務先 〒020-0664 滝沢市鵜飼笹森43-14　おはよー調剤
電話 019-684-2084 FAX 019-684-2089

盛岡 稲　森　佳代子 勤務先 〒020-0838 盛岡市津志田中央3丁目7　木の実薬局
電話 019-656-0700 FAX 019-656-0701

盛岡 柴　田　綾　乃 勤務先 〒028-3305 紫波郡紫波町日詰字下丸森121-7　ファミリー薬局
電話 019-671-1195 FAX 019-672-1770

盛岡 中　場　侑　佳 勤務先および
氏名

〒020-0121 盛岡市月が丘１丁目29-7　月が丘薬局
電話 019-648-3939 FAX 019-648-4500　旧姓：黄川田
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（₂月　変更） 
地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

盛岡 鹿　野　京　子 勤務先 〒020-0866 盛岡市本宮字小板小瀬13番3　クローバー薬局
電話 019-656-2011 FAX 019-656-2012

盛岡 三　浦　真由美 勤務先 〒025-0033 花巻市諏訪399-1　諏訪調剤薬局
電話 0198-21-3303 FAX 0198-21-3220

盛岡 佐　藤　裕　也 勤務先および
地域

〒020-0816 盛岡市中野一丁目30-3　コスモ調剤薬局
電話 019-653-6133 FAX 019-653-6833

旧地域
：奥州

花巻 泉　澤　　　満 勤務先 〒024-0085 北上市しらゆり3番7号　銀河薬局北上店
電話 0197-72-6388 FAX 0197-72-6389

花巻 菅　野　恵　子 勤務先および
地域

〒025-0072 花巻市四日町三丁目5-10　花北薬局
電話 0198-22-2020 FAX 0198-22-7622

旧地域
：奥州

北上 太　田　彩　乃 勤務先住所表記 〒024-0085 北上市しらゆり3番7号　銀河薬局北上店

奥州 佐　藤　文　花 氏名および地域 旧姓：熊谷 旧地域
：一関

気仙 細　川　明　子 勤務先 〒022-0001 大船渡市末崎町字平林75-1　つくし薬局細浦店
電話 0192-22-1777 FAX 0192-22-1778

1月退会
（盛岡）阿部　美名子、千葉　國彦　（北上）南雲　雅弘　（奥州）山本　恭士、飯田　由紀子、
佐藤　郁子　（釜石）田中舘　美智子

2月退会
（盛岡）小原　和雄、藤澤　綾奈、松下　佳枝、佐々木　努　（北上）蓬田　睦史
（一関）岡本　菜美子　（宮古）中田　州彦　（二戸）木村　琢也

会　員　数

正 会 員 賛助会員 合　　計

  令和５年２月28日現在 1,712名 75名 1,787名

  令和４年２月28日現在 1,718名 73名 1,791名

地域 氏　名 変更事項 変　　　更　　　内　　　容

盛岡 石　崎　雅紗香 勤務先および
地域

〒020-0034 盛岡市盛岡駅前通14番9号　平戸屋ビル　１階　つくし薬局盛岡駅前店
電話 019-601-7654 FAX 019-601-7655

旧地域
：奥州

盛岡 三　浦　洋　一 勤務先および
地域

〒020-0121 盛岡市月が丘1-1-63　みつばち薬局
電話 019-647-3888 FAX 019-647-8886

旧地域
：二戸

盛岡 村　井　利　昭 勤務先TEL
およびFAX 電話 019-623-1211 FAX 019-653-3229

花巻 梅　木　　　効 勤務先 〒024-0084 北上市さくら通り3丁目3-10　さくら通り薬局
電話 0197-72-5155 FAX 0197-72-5156

北上 小田島　信　子 勤務先 〒024-0095 北上市芳町7番20号　ひまわり薬局
電話 0197-63-6877 FAX 0197-63-6879

奥州 片　方　悠　二 勤務先および
地域

〒023-0827 奥州市水沢太日通り二丁目4番10号　つくし薬局はらなか店
電話 0197-34-0280 FAX 0197-34-0281

旧地域
：花巻

一関 熊　谷　文　花 勤務先 〒023-0046 奥州市水沢川原小路17　水沢センター薬局
電話 0197-22-2100 FAX 0197-23-3600

二戸 小笠原　大　樹 勤務先 〒028-6103 二戸市石切所字森合31番　木いちご薬局
電話 0195-23-1539 FAX 0195-23-1525
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求人情報

■岩手県薬剤師会における【薬剤師無料職業紹介所】は、令和４年３月末日をもって終了いたしました。今後は求人
情報のみの掲載とさせていただきますので、求職ご希望の方は、求人先へ直接ご連絡お願いいたします。
なお、求人情報の掲載をご希望の方は、岩手県薬剤師会事務局までご連絡ください。

受付
年月日 種別 求人者名・施設名 就労場所 連絡先 区分 勤務時間 休日ご担当者 平日 土曜日

R5.2.13 保険薬局 有限会社　ワイズファーマシー
盛岡市上田1-18-
50

019-622-0370 パート 9:00～18:00 木曜、日曜、祝
日、他代表　畠山　裕一

R5.3.13 病院 盛岡医療生活協同
組合　川久保病院

盛岡市津志田26-
30-1

019-635-1305
常時 8:45～17:15 8:45～12:30 土曜、日曜、祝日、年末年始事務長

片方　直樹

R5.3.13 病院 医療法人社団恵仁
会　三愛病院

盛岡市月が丘1丁
目29-15

019-641-6633
常時

8:30～17:00
10:30～19:00
（時差勤務）

8:30～12:30 日曜、祝日、土曜月3回事務局長
宮崎　隆夫

R5.3.13 病院 栃内病院 盛岡市肴町2-28
019-623-1316

常時 8:30～17:00 8:30～12:30
日曜、祝日、他（4
週6休シフト制）、夏
期休暇、年末年始

事務部長
金野　靖

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（リリィ薬局盛岡北店）

盛岡市上堂2-4-11
090-5049-4893

常時
9:00～18:00
（8時間程度）
（水9:00～12:30）

9:00～12:30 日曜、祝日、他武田　彩

R5.3.13 保険薬局 すこやか薬局 滝沢市大釜竹鼻
163-14

019-699-1721 常時 9:00～18:00 8:30～13:00 日曜、祝日、夏期休暇、年末年始安田　剛

R5.3.13 医薬品製
造販売業

シミックCMO㈱　
西根工場

八幡平市大更第2
地割154-13

0195-76-5184
常時 8:30～17:30

土曜、日曜、祝
日、夏季休暇、
年末年始

人事総務課課長
杉澤　勝洋

R5.3.13 病院 南昌病院 紫波郡矢巾町広宮
沢1-2-181

019-697-5211
常時 8:30～17:15

土曜、日曜、祝
日、お盆、年末
年始

総務課主任
北館　和義

R5.3.13 病院 南昌病院 紫波郡矢巾町広宮
沢1-2-181

019-697-5211
パート 8:30～17:00（6時間程度）

土曜、日曜、祝
日、他総務課主任

北館　和義

R5.3.13 保険薬局 パール薬局 花巻市西大通り二
丁目22-17

0198-22-3517 常時 8:30～18:30
（木8:30～13:00） 8:30～13:00 日曜、祝日、他氏家　道子

R5.3.13 病院 遠野はやちねホス
ピタル

遠野市青笹町中沢
5地割5番地

0198-62-2026
常時 8:30～17:15

土曜、日曜、祝
日、他、年末年
始、開院記念日

事務長
宮澤　秀紀

R5.3.13 保険薬局 サンケア薬局県立中部病院前店
北上市村崎野17地
割167-1

019-601-9134 常時 8:30～18:00 8:30～13:00 日曜、祝日、他工藤　紀久雄

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（リリィ薬局北上店）

北上市飯豊20地割
123-1

090-5049-4893
常時

9:00～18:00
（8時間程度）
（水9:00～12:30）

9:00～12:30 日曜、祝日、他武田　彩

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（リリィ薬局水沢店）

奥州市水沢真城字
杉山下70-3

090-5049-4893
常時 9:00～19:00

（8時間程度） 9:00～13:00
木曜、日曜、祝
日武田　彩

R5.3.13 病院 医療法人博愛会
一関病院 一関市大手町3-36 0191-23-2050 常時 8:30～17:00 8:30～12:00 祝日、第1.3.5土曜、他千田　訓裕

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（千厩調剤薬局）

一関市千厩町千厩
字草井沢43-1

090-5049-4893
常時 9:00～18:00

（8時間程度） 9:00～12:00 日曜、祝日、他武田　彩

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（リリィ薬局藤沢店）

一関市藤沢町藤沢
字町裏180-2

090-5049-4893
常時 9:00～18:30

（8時間程度） 9:00～13:00 日曜、祝日、他武田　彩

R5.3.13 保険薬局
シップヘルスケアファー
マシー東日本株式会社
（つばき薬局）

大船渡市盛町字内
ノ目3-17

090-5049-4893
常時 9:00～18:30

（8時間程度） 9:00～12:00 日曜、祝日、他武田　彩

R5.3.13 保険薬局 ㈱ライブリー（りあす薬局）
大船渡市立根町字
中野40-6

019-654-7100
常時 9:00～19:00

（水9:00～15:00）
土曜、日曜、祝
日、夏季・冬季
休暇、特別休暇

総務本部
高橋・佐々木

R5.3.13 保険薬局
健康堂薬局駅前店
健康同薬局小山田店
健康同薬局栄町店
※いずれかに勤務

宮古市栄町2-4
宮古市小山田2-7-70
宮古市栄町1-62

0193-62-3311
常時 9:00～17:30 9:00～13:00 日曜、祝日城内　裕子

R5.3.13 保険薬局 有限会社　ミドリ薬局
宮古市実田二丁目
5-9

0193-62-0012
常時 8:30～18:00

（木8:30～16:00） 8:30～12:30 日曜、祝日、他取締役
安見　一幸
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図書紹介

☆図書の購入申し込みは、 専用の申し込み用紙で、 県薬事務局までFAXして下さい。 
　専用の申し込み用紙は、 県薬ホームページ会員のページからダウンロードしてご利用下さい。 
　　県薬ホームページ　http://www.iwayaku.or.jp/
　　　　会員のページ　　　ユーザー名　iwayaku
　　　　　　　　　　　　　パスワード　ipa2210

送料　№1～№4について
①県薬及び地域薬剤師会に送付の場合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇所に送付する場合は無料
③1～9冊までは、1回の発送につき一律550円（税込）

送料　№5について
①県薬に送付の場合無料
②地域薬剤師会及び個人の場合10冊以上を一括同一箇所に送付する場合は無料
③1～9冊までは、1回の発送につき一律660円（税込）

薬事日報社の斡旋書籍送料改訂について
2023年３月１日より、薬事日報社発行のすべての日薬斡旋書籍送料が改訂されます。

①県薬及び地域薬剤師会に送付の場合無料
②個人の場合10冊以上を一括同一箇所に送付する場合は無料
③個人の場合、1～9冊までは、一律送料660円（「薬局製剤業務指針」のみ990円（税込））

№ 図書名 発行 判　　型 定価 会員価格

1. 「薬価基準点数早見表　令和５年４月版」 じほう A5判　約1,000頁 4,180円(税込) 2,310円(税込)

2. 『保険薬事典プラス　令和５年４月版』 じほう A5判　約1,090頁 5,280円(税込) 4,730円(税込)

3. 「薬効・薬価リスト　令和５年版」 じほう B5判　約1,100頁 7,370円(税込) 6,600円(税込)

4. 「投薬禁忌リスト　令和５年版」 じほう B5判　約600頁 4,840円(税込) 4,400円(税込)

5. 「薬事衛生六法2023」 薬事日報社 B5判変型　約2,000頁5,500円(税込) 4,950円(税込)
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第96号（奇数月１回末日発行） 令和５年３月30日　印刷
令和５年３月31日　発行

発行者　 一般社団法人 岩手県薬剤師会 会長　　畑澤博巳
発行所　 一般社団法人 岩手県薬剤師会 〒020-0876　盛岡市馬場町3番12号

TEL（019）622-2467　　FAX（019）653-2273
e-mail　　ipa1head@rose.ocn.ne.jp

印刷所　 杜陵高速印刷株式会社 〒020-0811　盛岡市川目町23番2号
TEL（019）651-2110　　FAX（019）654-1084

編　集 担当副会長 金澤貴子
担当理事 高林江美、川目聖子、高橋めぐみ、髙橋さくら、佐藤明美
編集委員 川目聖子、髙野浩史、安倍　奨、佐々木拓弥
地域薬剤師会編集委員 髙野浩史（盛岡）、高橋めぐみ（花巻）、腰山裕美（北上）、
  千葉千香子（奥州）、村上達郎（一関）、金野良則（気仙）、
  柵山敬司（釜石）、高濱志保（宮古）、新渕純司（久慈）、金澤　悟（二戸）

編集後記
　3月に入りWBC熱戦が繰り広げられており、非常に興奮して毎試合観戦しております。本誌が発刊
される頃には、結果が出ていると思いますが、選手には怪我なく結果がついてくることを願っています。
私が特に注目だったのは、試合ではなく大谷翔平選手のフリーバッティングでした。手を止め食い入る
ように注目している選手達。観客のみならず、チームメイト、相手チームその場の全員が観客となる状
況は今まで見たことがなく、その凄さが印象に残りました。さて、次回の話題の広場『記憶に残ったス
ポーツの名場面』どのような投稿があるか楽しみです。　　　　　　　　　（編集委員　佐々木　拓弥）

表紙の写真
　「岩手県薬剤師会 110 年史」とは書いてありますが、歴史の部分より「未来の薬剤師」に向けて書か
れている部分が多く、いろんな年代の薬剤師でも読みやすい内容になっています。座談会が 2つ組まれ
ていて、県薬、県病薬両会長のお二人が語る「これからの薬剤師」、新卒薬剤師と薬学生による「これ
からの薬剤師」は非常に興味深く読ませていただきました。
　震災を経て、薬剤師の活動が大きく変わってきた現代において、多くの薬剤師の方に読んでいただき
たい一冊です。1薬局に 1冊いかがですか？購入希望は薬剤師会事務局まで。

（編集委員　高野　浩史）

・・・・・　お知らせ　・・・・・
（一社）岩手県薬剤師会ホームページ　　http://www.iwayaku.or.jp/

「会員のページ」ユーザー名 iwayaku
パスワード ipa2210

「イーハトーブ」は、会員相互の意見や情報の交換の場です。
会員の皆様からの投稿・意見・要望をお待ちしております。

投稿・意見・要望あて先　県薬事務局 TEL 019-622-2467　　FAX 019-653-2273
e-mail　　ipa1head@rose.ocn.ne.jp

（アイ・ピー・エー・イチ・エイチ・イー・エー・ディー）



岩手県医薬品卸業協会

東北アルフレッサ株式会社岩手営業部
〒020-0846　岩手県盛岡市流通センター北1-4-7 ☎019（637）3333

株式会社スズケン岩手
〒020-0125　岩手県盛岡市上堂4-5-1 ☎019（641）3311

東邦薬品株式会社岩手営業部
〒020-0122　岩手県盛岡市みたけ2-7-15 ☎019（646）7130

株式会社バイタルネット岩手営業部
〒020-0891　岩手県紫波郡矢巾町流通センター南3-1-12 ☎019（638）8891

株式会社メディセオ北海道・東北支社岩手営業部
〒025-0312　岩手県花巻市二枚橋第5地割6-26 ☎0198（26）0552
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